
漢
六
朝
時
代
に
お
け
る
麓
制
と
官
制
の
関
係
に
闘
す
る
一
考
察

-
|
|
撞
制
秩
序
の
中
に
お
け
る
三
公
の
位
置
づ
け
を
中
心
に

l
|

林

聴

は

じ

め

に

一
祭
犯
に
お
け
る
冠
服
と
官
爵
謹
系

二
種
創
世
界
に
お
け
る
三
公
の
職
掌

三
耳
目
時
代
に
お
け
る
三
公
策
奔
時
の
躍
制
的
位
置
づ
け

四
南
朝
時
代
に
お
け
る
三
献
問
題
の
推
移

お

わ

り

に
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は

じ

め

漢
代
官
僚
制
か
ら
六
朝
官
僚
制
へ
の
展
開
は
、
後
代
の
中
園
官
僚
制
の
枠
組
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
襲
化
の
護
端
は
、

前
漢
武
帝
期
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
以
降
、

主
葬
期
を
経
て
後
漢
初
期
に
至
る
ま
で
の
官
僚
制
の
襲
化
、
と
り
わ
け
、
向
書
瞳
制
の
確
立

(

l

)

 

に
つ
い
て
様
々
な
研
究
業
績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
向
書
瞳
制
の
形
成
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る

三
公
九
卿
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
携
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
三
公
九
卿
制
度
は
、
首
時
の
儒

(

2

)

 

家
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
官
制
改
革
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、

733 

「
官
制
象
天
」
の
考
え
方
に
基
づ
く
整
然
た
る
構
造
か
ら
容
易
に
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想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
官
僚
盟
系
は
寅
際
の
官
僚
制
運
用
の
便
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
買
際
、
武
一
帝
期
以
降
の
向

書
の
権
限
強
化
と
は
劉
照
的
に
、
三
公
九
卿
瞳
制
は
成
立
嘗
初
か
ら
形
骸
化
し
、
質
擦
を
失
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
貌
E

回
以
降
に
な
る
と
、
向
書

省
が
園
政
の
大
綱
を
掌
握
し
、
ま
た
中
書
省
・
門
下
省
・
御
史
蓋
等
の
新
た
に
整
備
さ
れ
た
官
臆
が
官
僚
機
構
の
中
橿
に
位
置
す
る
よ
う
に
な

(

3

)

 

り
、
一
方
、
三
公
九
卿
制
度
は
ま
ず
ま
ず
形
骸
化
す
る
と
す
る
の
が
、
通
説
的
理
解
と
い
え
る
。

し
か
し
、
近
年
、
漢
時
代
の
外
朝
諸
官
、
と
り
わ
け
三
公
に
つ
い
て
、
こ
う
い
っ
た
理
解
に
劃
し
て
疑
問
を
呈
し
、
三
公
の
政
治
的
重
要
性

(

4

)

 

の
再
認
識
を
求
め
る
一
意
見
が
、
祝
綿
斌
・
寅
宛
峰
・
下
倉
渉
ら
の
諸
氏
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
主
張
を
う
け
て
、
富
田
健
之
氏

は
、
皇
帝
・
向
書
・
三
公
以
下
の
官
僚
機
構
の
三
者
の
関
係
を
整
理
し
、
前
漢
末
期
以
降
、
皇
帝
が
向
書
を
遁
じ
て
三
公
以
下
の
官
僚
機
構
を

統
御
運
用
し
よ
う
と
す
る
瞳
制
が
形
成
さ
れ
て
い
き
、
後
漢
順
一
帝
一
期
に
至
っ
て
向
書
と
三
公
九
卿
以
下
の
官
僚
組
織
が
有
機
的
に
結
合
さ
れ
、

(

5

)

 

皇
帝
の
個
人
的
意一
志
の
園
家
統
治
方
針

へ
の
轄
換
を
行
う
シ

ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
と
総
括
す
る
。
貌
耳
目
以
降
に
つ
い
て
は
、
，
確
か
に
向
書
省
を

中
心
と
す
る
官
僚
群
の
組
織
化
が
進
行
す
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
は
、
漢
時
代
以
来
の
降
召
制
や
門
生
故
吏
関
係
を
繕
承
・
護
展
さ
せ
て
肥

大
化
し
た
三
公
以
下
の
公
府
・
位
従
公
府
・
軍
府
等
が
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
林
立
す
る
と
い
う
朕
況
が
見
ら
れ
、
こ
れ
が
嘗
該
時
代
の
分

(

6

)

 

裂
的
傾
向
を
一
万
す
格
好
の
指
標
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
貫
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
見
相
反
し
た
傾
向
が
、
六
朝
時
代
の
官
僚

制
の
特
色
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
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さ
て
、
以
上
見
た
論
は

い
ず
れ
も
政
策
決
定
・
行
政
途
行
の
局
面
に
お
け
る
官
僚
機
構
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は

別
に
、
前
近
代
中
園
、
特
に
漢
六
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
躍
制
秩
序
が
園
家
瞳
制
を
編
成
す
る
原
理
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、

官
僚
・
諸
侯
は
、
政
策
決
定
あ
る
い
は
行
政
遂
行
者
と
し
て
の
一
面
を
持
つ
と
と
も
に
、
儀
瞳
の
盟
系
の
中
で
制
度
化
さ
れ
た
役
割
を
演
じ
る

一
面
を
も
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
先
に
述
べ
た
、
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
儒
家
思
想
に
基
づ
く
一
連
の
官
僚
制
再
編
は
、
薩
制
秩

こ
の
こ
と
は
、

序
の
構
築
の
一
環
と
し
て
の
面
を
持
っ
て
い
る
が
、

て
、
寅
際
の
行
政
の
場
と
は
別
の
決
元
、

三
公
・
九
卿
を
基
軸
と
す
る
官
僚
瞳
系
が
、

す
な
わ
ち
躍
制
世
界
の
中
で
よ
り
有
数
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

こ
れ
以
降
の
時
代
に
お
い



る
。
と
す
れ
ば
、
行
政
・
躍
制
の
南
面
の
理
解
が
あ
い
ま
っ
て
、
漢
六
朝
時
代
の
官
僚
瞳
系
、
及
び
諸
侯
の
唇
位
の
瞳
系
(
以
下
、
こ
れ
を
官
爵

瞳
系
と
稽
す
る
)
の
本
質
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
近
年
、
責
務
行
政
の
瞳
系
の
解
明
か
ら
ひ
と

ま
ず
離
れ
、
恩
賜
、
朝
位
、
印
綬
と
い
っ
た
櫨
制
に
深
く
関
わ
る
制
度
を
逼
じ
て
官
傍
瞳
系
の
構
造
を
探
ろ
う
と
す
る
論
考
が
い
く
つ
か
現
れ

(

7

)

 

た
が
、
筆
者
も
、
こ
れ
ま
で
行
政
遂
行
の
憧
系
と
儀
櫨
遼
行
の
盟
系
が
ど
の
よ
う
に
相
違
し
、
あ
る
い
は
連
関
す
る
の
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て

(

8

)

 

考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
際
、
ま
ず
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、
朝
廷
に
お
け
る
遁
常
の
可
観
的
身
分
標
識
で
あ
る
印
綬
・
冠
服
・
侃
玉
・

創
・
答
筆
等
を
含
め
た
「
朝
服
」
の
盟
系
で
あ
る
が
、
考
察
の
過
程
で
、
こ
の
瞳
系
が
皇
一
帝
・
公
・
諸
侯
・
卿
・
大
夫
以
下
の
官
と
い
っ
た
秩

石
を
基
幹
と
す
る
瞳
制
上
の
序
列
構
造
を
可
覗
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
瞳
系
が
歴
代
の
官
制
・
爵
制
の
改
襲
の
影
響
を
受

け
つ
つ
も
、
瞳
制
濁
自
の
編
成
原
理
と
し
て
存
績
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
責
務
行
政
瞳
系
と
の
距
離
が
近
い
朝

服
に
お
い
て
も
秩
石
序
列
が
一
麿
は
作
用
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
官
僚
・
諸
侯
が
、
責
務
行
政
上
の
機
能
か
ら
さ
ら
に
遠
く
離
れ
て
躍
制
上
の

機
能
を
果
た
す
、
各
種
の
園
家
儀
瞳
が
遂
行
さ
れ
る
空
間
(
以
下
、
こ
れ
を
躍
制
世
界
と
稽
す
る
)
に
お
い
て
は
、
秩
石
序
列
を
基
幹
と
す
る
編
成

原
理
が
さ
ら
に
強
く
貫
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
見
逼
し
に
立
っ
て
、
櫨
制
原
理
に
よ

っ
て
整
備
さ
れ
た
三
公
九
卿
瞳
制
、
と
り
わ
け
そ
の
頂
貼
に
立
つ
三
公
が
、
躍
制
世
界
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
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貌
耳
目
以
降
の
官
曾
瞳
系
の
襲
化
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
と
い
う
貼
を
考
察
し
た
い
。

祭
胞
に
お
け
る
冠
服
と
官
爵
瞳
系

ま
ず
躍
制
世
界
の
秩
序
構
造
の
全
韓
像
を
つ
か
む
た
め
に
、
そ
の
構
造
を
可
覗
的
に
表
現
し
た
各
種
園
家
祭
杷
に
お
け
る
衣
服

制
度
、
す
な
わ
ち
祭
服
の
盟
系
を
検
討
す
る
。
日
常
の
行
政
の
場
で
着
用
さ
れ
る
朝
服
の
構
成
に
比
し
て
、
祭
服
の
そ
れ
は
薩
制
世
界
の
構
成

原
理
が
よ
り
純
粋
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
節
で
は
、

735 

ま
ず
、

瞳
系
的
な
記
述
の
残
る
後
漢
の
制
度
を
見
て
み
よ
う
。

『
績
漢
書
』
巻
三

O
、
輿
服
志
下
に
、

皇
帝
あ
る
い
は
天
子
(
以
下
、
皇
帝
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と
表
記
す
る
〉
・
官
僚
・
諸
侯
が
公
的
な
場
で
着
用
す
る
服
飾
の
瞳
系
に
つ
い
て
、

九
そ
冠
衣
諸
服
、
旋
回
先
・
長
冠
・
委
貌
・
皮
弁
・
爵
弁
・
建
華
・
方
山
・
巧
土
・
衣
裳
文
繍
・
赤
烏
・
服
絢
履
・
大
侃
、
皆
な
祭
服
と
震

す
。
そ
の
徐
は
悉
く
常
用
朝
服
と
震
す
。
唯
だ
長
冠
、
諸
王
園
謁
者
、
以
て
常
朝
服
と
篇
す
云
。
宗
廟
以
下
の
間
記
、
皆
な
長
冠
、
阜
給

抱
衣
、
緯
縁
領
袖
中
衣
、
緯
鰐
株
。
五
郊
お
の
お
の
そ
の
色
に
従
う
。

と
あ
り
、
官
僚
・
諸
侯
の
衣
服
が
祭
服
と
朝
服
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
、
祭
服
と
は
文
字
ど
お
り
様
々
な
祭

杷
に
用
い
ら
れ
る
服
飾
の
総
稀
で
あ
る
が
、
こ
の
祭
服
は
す
べ
て
の
官
僚
・
諸
侯
が
着
用
す
る
衣
服
で
は
な
か
っ
た
貼
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の

黙
に
つ
い
て
、
同
書
に
、

天
子
・
三
公
・
九
卿
・
特
進
侯
・
侍
洞
侯
、
天
地
明
堂
を
洞
る
に
、
皆
な
旅
晃
、
乗
輿
の
備
文
、
日
月
星
辰
十
二

章
。
三
公
・
諸
侯
は
山
龍
九
章
を
用
い
、
九
卿
以
下
は
華
姦
七
章
を
用
う
。
皆
な
備
五
采
・
大
侃
・
赤
局
絢
履
、
以
て
大
祭
を
承
く
。
百

官
執
事
す
る
者
、
長
冠
を
冠
り
て
皆
な
祇
服
す
。
五
岳
・
四
漬
・
山
川
・
宗
廟
・
社
理
・
諸
泊
秩
洞
、
皆
な
杓
玄
・
長
冠
。
五
郊
は
お
の

お
の
方
色
の
如
く
す
云
。
百
官
執
事
せ
ざ
る
は
、
お
の
お
の
常
冠
杓
玄
を
服
し
て
以
て
従
う
。

ま
た
、

衣
裳
は
玄
上
縛
下
。
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と
あ
り
、見

冠
;
:
:
(
皇
帝
一
の
〉
晃
は
皆
な
慶
七
寸
、
長
尺
ニ
寸
、
前
国
後
方
、
朱
緑
裏
、
玄
上
、
前
垂
四
寸
、
後
垂
三
寸
、
白
玉
珠
を
係
け
て
十

二
琉
と
篤
す
ο

そ
の
綬
采
色
を
以
て
組
緩
を
漏
る
。
三
公
・
諸
侯
は
七
旗
、
青
玉
珠
を
震
り
、
卿
大
夫
は
五
腕
、
黒
玉
珠
を
帰
る
。
.

(

9

)

 

天
地
を
郊
し
、
明
堂
に
宗
-
記
す
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
冠
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
後
漢
時
代
の
祭
服
制
度
は
以
下
の
よ
う
に
二
通
り
の
序
列
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
ま
ず
第

一
に
、
郊
把
及
び
明
堂
の
祭
把
に
お
い
て
は
、
①
皇
帝
一
↓
十
二
抗
の
晃
+
十
二
章
の
衣
服
、
②
三
公
・
諸
侯
(
特
進
侯
・
侍
洞
侯
)
↓
七
旗
の
晃

+
九
一
章
の
衣
服
、
③
九
卿
・
大
夫
↓
五
旗
の
晃
+
七
章
の
衣
服
、
と
三
層
に
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
た
集
圏
が
最
上
位
を
占
め
、
そ
の
下
に
④
長
冠

を
着
用
す
る
「
執
事
」
集
圏
、
及
び
⑤
常
冠
+
杓
玄

(
H阜
給
抱
衣
〉
を
着
用
す
る
「
不
執
事
」
集
圏
、
と
い
う
こ
層
が
績
き
、
全
瞳
で
五
層
の



構
造
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
秩
石
序
列
を
基
幹
と
す
る
撞
制
秩
序
が
可
視
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
第
二
に
、
宗
廟
・
祉

種
以
下
の
祭
杷
に
お
い
て
は
、
「
執
事
」
者
は
旅
晃
は
着
用
せ
ず
、
長
冠
・
杓
玄
を
着
用
し
、
こ
れ
に
劃
し
て
「
執
事
」
し
な
い
者
は
「
常

(
H朝
服
で
着
用
さ
れ
る
冠
)
+
杓
玄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
祭
把
の
他
に
、
日
食
(
『
績
漢
書
』
巻
四
、
捜
儀
志
上
)
、
大
喪
(
『
績
漢
書
』
巻
六
、
躍

冠」儀
志
下
)
の
際
の
儀
薩
に
お
い
て
、

「執
事
」
者
が
長
冠
を
着
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
儀
瞳
に
お
い
て
は

執
事
H

長
冠
、

不
執
事
H
常
冠
と
い
う
二
重
構
造
が
存
在
し
て
お
り
、
秩
石
序
列
は
執
事
集
圏
の
中
に
内
包
さ
れ
、
第
一
の
祭
杷
の
場
合
に
比
し
て
見

え
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
二
系
統
の
祭
服
序
列
は
、
三
公
九
卿
瞳
制
が
慶
賀
し
て
新
た
な
官
霞
盟
系
が
形
成
さ
れ
た
競
耳
目
以
降
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
饗
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
『
宋
書
』
巻
一
八
、
薩
志
五
に
、

「
古
者
」
と
六
朝
時
代
の
衣
服
制

度
の
相
違
に
つ
い
て
、

古
の
人
君
は
、
朝
服
あ
り
、
祭
服
あ
り
、
宴
服
あ
り
、
弔
服
あ
り
。
弔
服
は
皮
弁
に
て
疑
衰
す
。
今
は
皐
衣

・
黒
債
を
以
て
宴
曾
の
服
と

篤
す
。
奔
陵
も
ま
た
か
く
の
如
し
。
車
衣
白
挟
を
以
て
弔
服
と
震
す
。
修
敬
傘
秩
も
ま
た
こ
れ
を
服
す
る
な
り
。
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と
あ
る
。
経
書
の
描
く
上
代
に
お
い
て
、

君
主
に
は
朝
服
・
祭
服

・
宴
服
・
弔
服
の
四
種
の
衣
服
が
あ
っ
た
が
、
先
に
見
た
漢
代
を
鰹
て
、

「
今
」
、
す
な
わ
ち
『
宋
書
』
が
執
筆
さ
れ
た
南
朝
時
代
に
は
、
宴
服
・
弔
服
は
存
在
せ
ず
、
祭
服
・
朝
服
・
車
衣
の
三
種
の
衣
服
の
瞳
系
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
帝
一
の
服
飾
に
閥
し
て
の
記
事
で
あ
る
が
、
諸
侯
・
官
人
一
般
に
も
適
用
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
新
た
に
加
わ
っ
た
皐
衣
に
つ
い
て
、

か
つ
て
筆
者
は
、
東
菅
以
降
、
質
素
な
衣
服
で
あ
っ
た
畢
衣
の
着
用
が
公
式
の
場
で
着
用
さ
れ
る

(

叩

)

風
習
が
一
般
化
し
、
一
部
の
官
震
に
つ
い
て
は
、
車
衣
が
朝
服
に
代
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
そ
の
こ
と
と
こ
の
記
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
皐
衣
着
用
が
四
種
の
衣
服
が
捻
嘗
す
べ
き
様
々
な
局
面
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
車
衣
の
護
達
と
い
う
東
耳
目
南
朝
特
有
の
事
象
を
除
外
し
て
考
え
れ
ば
、
漢
代
か
ら
引
き
績
き
、
郊
把
等
の
祭
杷
に
お
け

そ
の
他
の
朝
廷
行
事
に
お
け
る
朝
服
の
二
つ
の
巨
分
と
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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る
祭
服
と
、
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で
は
、
六
朝
時
代
の
三
つ
の
衣
服
制
度
の
う
ち
、
祭
服
の
序
列
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
『
宋
書
』

巻
一
八
、
瞳
志
五
に
、

上
公
卿
郊
廟
に
お
い
て
助
祭
す
る
に
、
皆
な
卒
鼻
、
王
公
は
入
疏
、
卿
は
七
競
、
組
を
以
て
郷
棋
を
震
り
、
色
は
そ
の
綬
の
如
し
。
王
公
は

山
龍
以
下
九
章
を
衣
る
な
り
。
卿
は
華
歳
以
下
七
重
を
衣
る
な
り
。

と
あ
り
、
郊
把
及
び
宗
廟
の
祭
杷
に
お
い
て
、

な
お

王
・
公
・
卿
は
卒
晃
と
稿
さ
れ
る
冠
服
を
着
用
し
て
「
助
祭
」
を
行
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
上
公
卿
助
祭
:
・
」
は
『
E

白
書
』
巻
二
五
、
輿
服
志
に
よ
っ
て
「
王
公
卿
助
祭
・
:
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
卒
晃
と
は
、
輿
服
志

天
子
の
郊
杷
天
地
、
明
堂
、
宗
廟
、
元
曾
臨
軒
に
は
、
黒
介
償
、
逼
天
冠
、
卒
晃
あ
り
。
晃
は
阜
表
、
朱
緑
裏
、
贋
さ
七
寸
、
長
さ
二
尺

二
寸
、
遁
天
冠
上
に
加
え
、
前
国
後
方
、
白
玉
珠
を
垂
ら
す
こ
と
、
十
有
二
旗
。
:
:
:
衣
は
董
き
、
裳
は
捕
し
、

(

日

)

龍
・
華
議
・
藻
・
火
・
粉
米
・
輔
・
献
の
象
を
漏
る
こ
と
、
九
そ
十
二
章
一
。

日
・
月
・
星
辰
・
山
・
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と
あ
る
一
連
の
冠
服
の
総
稀
で
あ
る
。
こ
の
記
事
そ
の
も
の
は
皇
帝
の
卒
異
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
皇
太
子
の
冠
服
に
つ
い
て
は
、
輿
服

志
に
「
そ
れ
侍
-
閲
す
れ
ば
則
ち
卒
見
九
続
、
衰
衣
九
章
」
と
あ
り
、
皇
太
子
も
濁
自
の
規
定
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
記
事
を
総
合
す

る
と
、
卒
晃
の
序
列
瞳
系
は
、
①
皇
帝
一
↓
十
二
琉
の
見
+
十
二
章
の
衣
服
、
②
皇
太
子
↓
九
旗
の
晃
+
九
-
章
の
衣
服
、
③
王
・
公
↓
入
擁
の
見

+
九
一
章
の
衣
服
、
④
卿
↓
七
旅
の
晃
+
七
章
一
の
衣
服
、
と
い
う
困
層
の
構
造
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
後
漢
で
は

郊
把
・
明
堂
祭
杷
で
は
旋
回
冗
等
が
、

宗
廟
・
祉
榎
等
の
祭
租
で
は
長
冠
佑
一
寸
が
着
用
さ
れ
、

二
つ
の
祭
服
盟
系
が
存
在
し
た
が

こ
れ
に
劃
し

郊
杷
・
明
堂
・
宗
廟
及
び
皇
一
帝
一
の
臨
軒
儀
躍
と
い
っ
た
多
く
の
局
面
に
お
い
て
、

杷
」
・
「
助
祭
」
す
る
皇
太
子
・
王
・
公
・
卿
が
着
用
す
る
祭
服
瞳
系
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
制
度
で
は
九
卿
と
と
も
に
旅
晃
着
用
集
圏
の
中
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
た
大
夫
が
卒
晃
序
列
の
規
定
に
は
見
え
ず
、
卒
目
先
を
着
用
す
る
集
圏
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
貼
が
特
徴
と
い

『
通
典
』
巻
五
七
、
嘉
嘩
こ
で
は
、
こ
の
制
度
は
東
耳
目
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
し
て
お
り
、
買
際
の
用
例
を
見
て
も
、
若
干
の
例
外
を

て
、
卒
晃
制
度
は
、

儀
躍
の
主
催
者
た
る
皇
帝
及
び
「
侍

え
る
。
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除
け
ば
菅
朝
の
制
度
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
あ
る
い
は
晋
室
南
渡
後
の
躍
制
の
混
記
の
中
で
形
成
さ
れ
た
祭
服
制
度
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
長
冠
が
着
用
さ
れ
る
例
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
墨
田
書
』

巷
一
九
、
種
志
上
は
、
日
食
時
に
お
け
る
長
冠
着
用
の
制
度
が
、
西
耳
目
時
代
に
至
っ
て
、
撃
虞
の
『
決
疑
要
注
』
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
「
侍

臣
皆
な
赤
慣
を
著
」
く
制
度
が
推
奨
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
卒
晃
制
度
は
贋
範
な
局
面
の
儀
躍
に
適
用
さ
れ
る
一
方
で
、
大

夫
ク
ラ
ス
を
切
り
捨
て
て
「
助
祭
」
の
崇
高
性
を
際
だ
た
せ
た
新
た
な
祭
服
盟
系
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
後
漢
の
祭
服
制
度
よ
り
も
秩
石
序

列
の
意
味
は
重
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(

日

)

き
て
、
卒
軍
制
度
は
、
南
朝
費
時
代
ま
で
そ
の
ま
ま
纏
承
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
梁
時
代
に
至
っ
て
さ
ら
に
改
獲
が
加
え
ら
れ
た
。

書
』
巻
一
て
躍
儀
志
六
に
記
さ
れ
た
梁
時
代
の
卒
目
先
制
度
を
列
奉
す
る
と
、

-
乗
輿
、
天
を
郊
し
地
を
把
し
、
明
堂
に
曜
し
、
宗
廟
を
洞
り
、
元
倉
臨
軒
す
れ
ば
、
則
ち
黒
介
償
、
逼
天
冠
卒
見
す
。
俗
に
請
う
所
の
卒

天
冠
な
り
。
そ
の
制
、
:
:
:
白
玉
珠
を
垂
ら
す
こ
と
十
有
二
琉
、
:
:
:
衣
は
則
ち
日
・
月
・
星
辰
・
山
・
龍
・
華
最
・
火
・
宗
券
、
霊
き

て
以
て
績
と
震
し
、
裳
は
則
ち
藻
・
粉
米
・
踊
・
敵
、
以
て
繍
と
魚
す
。
九
そ
十
二
一
章
。

・
皇
太
子
、
:
:
:
そ
れ
侍
記
す
れ
ば
則
ち
卒
完
九
腕
、
衰
衣
九
章
一
。

-
九
そ
公
及
び
位
従
公
・
五
等
諸
侯
、
郊
廟
に
助
祭
す
れ
ば
、
皆
な
卒
完
九
旗
、
:
:
:
衣
は
玄
上
縛
下
、
山
龍
己
下
九
章
を
童
く

0

・
卿
大
夫
助
祭
す
れ
ば
、
則
ち
卒
目
先
五
旗
を
冠
る
。
・
:
:
・
衣
は
玄
上
嬬
下
、
華
義
己
下
七
章
を
霊
く
。
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と
な
る
。
諸
王
の
卒
晃
制
度
に
つ
い
て
は
明
記
が
な
い
が
、
皇
太
子
と
公
ク
ラ
ス
の
制
度
が
同
等
で
あ
る
の
で
、
諸
王
も
こ
れ
ら
と
同
様
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
①
皇
帝
↓
十
二
擁
の
見
+
十
二
章
の
衣
服
、
②
皇
太
子
・
王
・
公
・
位
従
公
・
五
等
諸
侯
↓
九
競
の

見
+
九
章
の
衣
服
、
③
卿
・
大
夫
↓
七
擁
の
晃
+
七
章
の
衣
服
、
と
い
う
三
層
構
造
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
梁
の
武
一帝
に
よ
る
躍
制
改

(

M

)

 

革
、
と
り
わ
け
冠
服
制
度
の
改
革
は
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
卒
晃
制
度
に
も
改
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ま
で
整

合
的
で
は
な
か
っ
た
卒
見
の
旋
の
数
と
衣
服
の
装
飾
の
数
が
整
え
ら
れ
た
貼
が
奉
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
貌
末
に
制
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
卒
開
先 『惰

-111-
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制
度
に
お
い
て
は
明
確
な
規
定
が
輿
え
ら
れ
な
か
っ
た
五
等
諸
侯
が
、
改
め
て
助
祭
の
序
列
に
入
っ
て
き
た
貼
や
、
晋
朝
の
卒
晃
制
度
で
は
助

祭
集
圏
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
大
夫
が
梁
時
代
に
お
い
て
あ
ら
た
に
卒
晃
の
盟
系
に
組
み
込
ま
れ
た
貼
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
序
列
構

遣
に
直
接
関
わ
る
第
コ
万
改
正
黙
に
つ
い
て
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
。
漢
時
代
、

「
大
夫
」
は
光
旅
大
夫
以
下
の
具
瞳
的
な
大
夫
諸
官
を

(

日

)

指
す
と
い
う
よ
り
も
、
秩
石
序
列
の
中
の
千
石
以
下
、
比
六
百
石
以
上
の
官
全
瞳
を
指
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
梁
時
代
に
お
い
て
、
大
夫
は

秩
石
序
列
で
は
ど
の
よ
う
な
範
圏
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
惰
室
田
』
巻
二
六
、
百
官
志
上
に
陳
時
代
の
官
品
及
び
秩
石
を
列
奉
す
る
が
、
こ

こ
で
は
、
諸
大
夫
の
中
で
も
最
下
位
に
位
置
す
る
太
中
大
夫
・
中
散
大
夫
の
秩
石
を
千
石
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
陳
時
代
の
秩
石
盟
系
は

梁
の
武
一
帝
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
天
監
の
改
革
以
降
の
制
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
改
革
以
降
、
千
石
ク
ラ
ス
に
ま
で
卒
晃
着

用
者
リ
助
祭
集
圏
の
範
闘
が
抜
大
し
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

百
官
志
に
み
え
る
陳
の
秩
石
の
構
成
は
、
そ
れ
以
前
と
大
幅
に
相

遣
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
は
、

か
つ
て
政
治
的
重
要
性
に
比
し
て
秩
石
が
低
か
っ
た
向
書
令
・
侍
中
・
散
騎
常
侍
・
中
書
監
令
・

-112ー

秘
書
監
が
い
ず
れ
も
中
二
千
石
、
す
な
わ
ち
卿
ク
ラ
ス
と
さ
れ
、
ま
た
、
門
下
・
中
書
・
集
書
の
侍
郎
ク
ラ
ス
も
千
石
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る

(

日

)

(

口

〉

貼
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
に
見
た
卒
晃
制
度
は
天
監
二
年
の
梁
令
に
記
載
さ
れ
た
制
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
間
的
な
経
緯
で
言
え
ば
、

ま
.
す
天
監
二
年
に
助
祭
集
園
の
千
石
ク
ラ
ス
ま
で
の
績
大
が
あ
り
、

そ
の
後
の
秩
石
改
定
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
諸
省
の
官
の
躍
制
上
の
格
上
げ
が

な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
祭
把
に
お
け
る
助
祭
集
圏
の
構
成
は
相
嘗
大
き
く
襲
化
し
、
諸
省
の
上
級
・
中
堅
官
吏
が
助
祭
集
園

の
中
に
占
め
る
比
重
が
重
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
後
漢
時
代
に
お
け
る
五
層
の
祭
把
盟
系
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
が
梁
時
代
ま
で
存
積
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
三
層

'
:
、

:
、

1
t
L
カ

か
ら
な
る
卒
晃
着
用
リ
助
祭
集
圏
の
下
に
「
執
事
」
及
び
「
不
執
事
」
の
集
圏
が
績
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
史
料
は
明
言

『
情
書
』
巻
一
一
、
櫨
儀
志
六
に
、
後
漢
時
代
の
規
定
で
は
郊
把
・
明
堂
祭
杷
に
お
い
て
「
執
事
」
す
る
官
が
着
用
し
た
長
冠
に

つ
い
て
、長

冠
、

一
名
粛
冠
O
i
-
-
-
後
代
以
て
祭
服
と
帰
す
。
こ
れ
を
掌
敬
す
る
な
り
。
天
監
三
年
に
至
り
、
洞
部
郎
沈
宏
議
す
、
案
ず
る
に
竹
葉



冠
(
長
冠
の
こ
と
〉
は
こ
れ
高
租
亭
長
た
る
時
の
服
す
る
所
、

る
と
あ
り
。
請
う
ら
く
は
太
常
丞
・
博
士
の
奉
粛
の
服
を
し
て
、

じ
。
司
馬
襲
云
う
、
若
し
必
ず
三
王
に
遵
え
ば
、
則
ち
改
む
る
所
、

案
ず
る
に
今
の
宗
丞
・
博
士
の
服
、
未
だ
非
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
と
。
一
帝
一
寛
に
改
め
ず
。

安
ん
ぞ
豚
代
り
て
祭
服
と
漏
る
ベ
け
ん
や
。

躍

土
は
弁
し
て
公
に
祭

明
山
賓
、

宏
の
議
に
同

宜
し
く
爵
弁
に
改
用
せ
し
む
る
ベ
し
、
と
。

一
に
あ
ら
ざ
る
を
健
る
。
長
冠
は
宜
し
く
蓄
に
仰
る
べ
し
と
調
う
。

と
あ
り
、
梁
の
天
監
三
年
、
祭
組
に
お
い
て
太
常
丞
・
博
士
が
着
用
す
べ
き
「
奉
清
之
服
」
と
し
て
、
長
冠
が
安
嘗
か
ど
う
か
が
議
論
の
劃
象

と
な
り
、
結
局
、
こ
れ
ら
の
官
の
長
冠
着
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
各
種
祭
杷
の
際
、
太
常
卿
管
下
の
諸
官
が
様
々
な
役
割
、
つ
ま
り
執
事
官

で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
郊
把
な
ど
の
重
要
な
祭
記
の
序
列
中
に
お
い
て
執
事
官
は
長
冠
を
着
用
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
梁
時
代
に
お
い
て
も
太
常
丞
・
博
士
は
執
事
官
と
し
て
長
冠
を
着
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
梁
の
祭
-
同
序
列
に

お
い
て
は
、
①
祭
把
の
主
韓
た
る
皇
一
帝
(
卒
完
十
二
燦
+
十
二
章
)
、

②
皇
太
子
・
公
ク
ラ
ス
・
五
等
諸
侯
の
助
祭
集
圏
(
卒
完
九
疏
+
九
章
〉
、
③

卿
・
大
夫
ク
ラ
ス
の
助
祭
集
圏
(
卒
完
七
旗
十
七
章
)
、

④
「
執
事
」
集
圏
(
長
冠
+
杓
玄
)

⑤
「
不
執
事
」
集
園
(
常
冠
+
杓
玄
)
、

と
い
う
五
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層
の
序
列
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
祭
服
の
瞳
系
の
襲
蓮
を
検
討
し
た
が
、
旅
の
敷
や
衣
服
の
装
飾
の
数
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
可
覗
的
な
序
列
構
造
が
、
後
漢
時
代
か
ら

南
朝
に
至
る
ま
で
健
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
著
者
が
か
つ
て
朝
服
制
度
を
検
討
し
た
際
、
各
官
爵
の
持
つ
重
要
度
や
属
性
等
が
各
々

の
物
品
と
か
ら
み
あ
っ
て
複
雑
な
朝
服
の
僅
系
を
形
作
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
秩
石
序
列
が
俸
給
瞳
系
と
し
て
は
質
質
的
な
意
味
を
失
っ
て

(

国

)

い
た
も
の
の
、
朝
服
瞳
系
に
お
い
て
も
、
三
公
九
卿
を
基
幹
と
す
る
瞳
制
秩
序
を
示
す
指
標
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

れ
に
劉
し
、
本
節
で
検
討
し
た
祭
服
制
度
に
お
い
て
は
、
朝
服
制
度
の
よ
う
に
貫
際
の
官
僚
機
構
の
獲
化
か
ら
来
る
例
外
的
規
定
は
許
容
さ
れ

ず
、
皇
帝
・
皇
太
子
・
諸
王
・
公
・
卿
・
大
夫
と
い
う
秩
石
を
基
幹
と
し
た
序
列
が
よ
り
巌
格
に
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
祭
服
制
度
の
形
骸
化
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
耳
目
時
代
の
卒
晃
制
度
制
定
、
梁
の
武
一
帝
に
よ
る
卒
晃
制
度
や
秩
石
序
列
の
改
定
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
服
の
瞳
系
は
そ
れ
自
身
の
論
理
に
よ
っ
て
獲
容
を
繰
り
返
し
た
賠
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
行
政
執
行
の

741 
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瞳
系
と
は
別
の
原
理
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
躍
制
世
界
が
確
貫
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

躍
制
世
界
に
お
け
る
三
公
の
職
掌

前
節
で
は
、

漢
六
朝
を
通
じ
て

祭
服
の
序
列
が
三
公
九
卿
を
基
幹
と
す
る
秩
石
序
列
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
序
列
中
に
お
い
て
皇
帝
一
・
皇
親
を
除
く
部
分
の
最
上
層
に
位
置
し
た
の
が
、
三
公
を
は
じ
め
と
す
る
公
ク
ラ
ス
の
諸
官
で
あ
る
。
後

漢
以
降
、
三
公
の
質
際
の
政
治
上
の
重
要
性
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
躍
制
世
界
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
以
降
で
は
、
こ
の
問
題
に
焦
黙
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
公
の
基
本
的
職
掌
は
、

『
績
漢
書
』
巻
二
四
、

百
官
志
一
に
列
奉
さ
れ
、

太
尉
は

「
四
方
の
兵
事
を
掌
」
り
、

司
徒
は
「
人
民
の
事
を

掌
」
り
、
司
空
は
「
水
土
の
事
を
掌
」
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
、
質
際
に
三
公
が
貫
務
行
政
の
上
で
明
確
な
職
掌
の
分
措

百
官
志
に
「
(
太
尉
〉
闘
に
大
造
大
疑
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
司
徒
・
司
空
と
通
じ
て
こ
れ
を
論
じ
、

(

凹

)

事
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
二
公
と
こ
れ
を
通
諌
す
」
と
あ
る
よ
う
な
一
一
一
公

一
瞳
と
な
っ
た
輔
弼
が
主
要
な
責
務
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
三

を
お
こ
な

っ
た
例
は
多
く
は
な
く

園
に
遁
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公
の
職
掌
の
相
違
が
明
確
に
現
れ
る
局
面
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
祭
杷
を
中
心
と
し
た
躍
制
世
界
で
あ
る
。
百
官
志
一
は
三
公
お
の
お
の
の
郊

杷
・
大
喪
の
際
の
役
割
を
記
す
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
郊
杷
儀
置
の
遂
行
に
お
い
て
、
①
太
尉
↓
亜
献
、
②
司
徒
↓
省
牲
と
覗
濯
、
③
司
空
↓

(
初
〉

楽
器
の
掃
除
と
い
う
役
割
分
措
が
あ
る
。
大
喪
に
つ
い
て
は
、
同
書
巻
六
、
躍
儀
志
下
の
大
喪
の
記
述
か
ら
、
百
官
志
よ
り
も
詳
細
な
三
公
の

役
割
分
捨
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
①
太
尉
↓
「
詣
南
郊
」
・
「
奉
誼
策
」
・
「
讃
誼
策
、

賦
金
匿
」
、

②
司
徒
↓
大
行
載
車
の
先
導
・

「
奉
誼
哀
策
」
、
③
司
空
↓
「
揮
土
造
穿
」
・
「
復
土
」
と
な
り
、

お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
葬
列
の
陵
墓
へ
の
出
設
ま
で
は
詰
策
を
扱
う
太
尉
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
後

出
設
以
後
は
枢
や
新
皇
一一
帝
に
附
き
従
う
司
徒
が
各
々
主
導
的
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
雨
官
の
重
要
性
が
突
出
し
て
い
る
。

漢
時
代
、
郊
杷
や
大
喪
な
ど
の
櫨
制
空
間
に
お
い
て
三
公
は
、
明
確
な
職
掌
を
興
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

百
官
志
上
に
も
『
績
漢
書
』
百
官
志
一
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
か
ら
、
紬
翌
日
南
朝
に
お
い
て
も
(
後
に
検
討
す
る
例
外
を
除
け
ば
)
三
公
は
右

『宋
書
』
巻
三
九
、



に
見
え
る
儀
櫨
上
の
職
掌
を
各
々
遂
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
は
郊
把
及
び
大
喪
の
際
の
役
割
分
携
で
あ
る
が
、
後
漢
か
ら
説
菅
南
朝
に
か
け
て
、
他
の
祭
杷
・
儀
曜
の
中
で
は
三
公
は
ど
の
よ
う

な
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
嘗
一
該
時
期
に
つ
い
て
は
闘
連
史
料
が
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
三
公
の
躍
制
上
の
役
割

を
瞳
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
以
下
、
推
測
を
交
え
つ
つ
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
太
尉
に
つ
い
て
。
右
に
述
べ
た
郊
杷
・
大
喪
に
お
け
る
主
導
的
役
割
が
躍
制
的
職
掌
の
基
幹
を
な
す
と
い
え
る
が
、
他
に
も
後
漢
時

代
、
皇
帝
即
位
の
際
に
太
尉
が
「
策
(
命
〉
を
誼
」
み
、
「
璽
綬
を
奉
」
じ
、
皇
后
即
位
の
場
合
に
は
、
宗
正
が
「
策
(
命
〉
を
誼
」
み
、
太

(

公

)

尉
が
「
璽
綬
を
奉
」
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
皇
帝
即
位
儀
躍
に
お
け
る
太
尉
の
重
要
性
を
物
語
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

『
宋
書
』
巻
一
四
、
櫨

志
一
、
東
菅
時
代
の
皇
一
帝
一
の
冠
躍
を
記
し
て
、

江
左
諸
帯
冠
す
る
に
、
金
石
宿
設
し
、

百
僚
陪
位
す
。

ま
た
務
め
股
上
に
大
林
を
鋪
く
。

御
府
令
、

以
て
侍
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晃
憤
答
申
導
衰
服
を
奉
じ
、

中
・
常
侍
に
授
く
。
太
尉
慣
を
加
え
、
太
保
見
を
加
う
。
絡
に
晃
を
加
え
ん
と
す
る
や
、
太
尉
脆
き
て
祝
文
を
讃
み
て
日
く
、
:
・
(
以
下

腕
文
)
・
:
。
見
を
加
え
詑
り
、
侍
中
玄
枕
を
繋
く
。
侍
中
緯
紗
服
を
脱
が
し
め
、
衰
服
を
加
う
。
冠
事
畢
り
、
太
保
群
臣
を
率
い
、
鰻
を

奉
じ
、
需
を
上
る
。
王
公
以
下
、
高
歳
を
三
稽
し
、
乃
ち
退
く
。

と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
加
冠
は
、
太
尉
の
「
加
憤
」
と
太
保
の
「
加
晃
」
の
二
つ
の
動
作
か
ら
構
成
さ
れ
、
二
つ
の
官
が
加
冠
者
と
し
て
現
れ

て
い
る
。
太
保
が
冠
躍
に
現
れ
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
官
は
常
置
の
官
で
は
な
く
、
ま
た
、
加
憤
に
加
え
て
覗
文
の
奉
讃
も
太
尉
の

(
n
)
 

携
嘗
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
皇
帝
の
冠
躍
に
お
レ
て
も
、
主
導
的
地
位
に
あ
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
太
尉
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
綿
じ
て
、
皇
帝

そ
の
も
の
に
開
る
儀
穫
に
は
、
太
尉
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

(

お

)

衣
に
、
司
徒
を
見
て
み
よ
う
。
司
徒
の
儀
櫨
上
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
漢
時
代
に
お
け
る
上
計
吏
の
接
見
儀
薩
が
著
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

貌
音
南
朝
に
お
い
て
も
存
績
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
貌
菅
以
降
の
事
例
と
し
て
、
『
宋
書
』
巻
一
回
、
櫨
志
一
に
、
皇
太
子
時
代
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の
西
耳
目
恵
一
帝
の
冠
躍
を
記
し
て
、

「
太
子
ま
さ
に
冠
せ
ん
と
す
る
や
、
武
一
帝一
臨
軒
し
、
兼
司
徒
高
陽
王
珪
を
し
て
冠
を
加
え
し
め
、
兼
光
旅
動
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屯
騎
校
尉
華
庚
冠
を
賛
く
。
」
と
あ
り
、

司
徒
が
皇
太
子
の
加
冠
を
携
賞
し
て
い
る
こ
と
。

ま
た

『
南
湾
室
田
』
巻
九
、
瞳
志
上
に
、
皇
太
子

の
子
南
郡
王
の
冠
躍
を
め
ぐ
る
議
論
を
記
し
て
、

、水
明
五
年
十
月
、
有
司
奏
す
、
南
郡
王
昭
業
の
冠
、
儀
注
に
求
む
る
に
未
だ
前
准
あ
ら
ず
、

と
。
向
書
令
王
倹
議
す
、
:
:
こ
の
故
に
中

朝
以
来
、
太
子
冠
す
れ
ば
則
ち
皇
帝
臨
軒
し
、
司
徒
冠
を
加
え
、
光
職
冠
を
賛
す
。
諸
王
は
則
ち
郎
中
(
令
〉
冠
を
加
え
、
中
尉
冠
を
賛

く
。
今
、
儲
皇
に
同
じ
う
す
れ
ば
則
ち
重
く
、
諸
王
に
依
れ
ば
則
ち
瞳
し
。
:
:
:
園
の
長
孫
に
至
り
て
は
、
遣
使
惟
れ
允
な
り
。
宜
し
く

太
常
持
節
し
て
冠
を
加
え
、
大
鴻
瞳
賛
を
矯
す
ベ
し
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、

西
亙
日
時
代
か
ら
費
時
代
に
か
け
て
、
皇
太
子
の
冠
穫
に
お
い
て
司
徒
が
加
冠
を
行
な
う
べ
き
こ
と
が
原
則
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

王
倹
は
、
南
郡
王
の
冠
曜
に
お
け
る
司
徒
の
加
冠
を
認
め
ず
、
九
卿
の
首
席
た
る
太
常
が
撞
嘗
す
ベ
し
、

と
し

子
、
太
常
↓
皇
太
子
の
長
子
、

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
太
尉
が
皇
帝
一
の
冠
穫
の
加
冠
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
、
太
保
と
太
尉
↓
皇
帝
一
、
司
徒
↓
皇
太

(
封
圏
の
〉
郎
中
令
↓
諸
王
、
と
い
う
加
冠
者
の
序
列
構
造
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
加
冠
さ

れ
る
者
と
加
冠
を
矯
嘗
す
る
官
の
聞
に
は

一
定
の
封
躍
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
太
尉

・
司
徒
が
闘
わ
る
儀
瞳
を
検
討
し
た
。
即
位
・
策
奔
儀
櫨
は
後
漢
の
事
例
で
あ
り
、
冠
瞳
は
音
南
朝
の
事
例
で
あ
る
た
め
、
こ

れ
ら
を
そ
の
ま
ま
後
漢
六
朝
を
通
じ
た
制
度
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
同
じ
三
公
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
瞳
制
世
界
の
中
に
お
い
て
、

太
尉
が
司
徒
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
績
漢
霊
園
』
巻
五
、
躍
儀
志
中
に
、
皇
太
子
策
奔
の
儀
櫨
の
際
に
、
司
空
が
策

書
を
韻
み
、
中
常
侍
が
璽
綬
を
授
け
、
ま
た
、
諸
王
策
拝
の
際
に
は
、
光
旅
動
が
策
書
を
誼
み
、
侍
御
史
が
璽
綾
を
授
け
る
こ
と
が
見
え
て
い

る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
後
漢
時
代
、
皇
帝一
即
位
の
際
に
は
太
尉
が
策
書
を
奉
誼
し
た
か
ら
、
即
位
・
策
奔
に
お
け
る
策
書
の
奉
讃
に
つ
い
て

司
空
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
事
例
が
豊
富
で
あ
る
。
ま
ず
、

は
、
太
尉
↓
皇
一
帝
、
司
空
↓
皇
太
子
、
光
旅
動
↓
諸
王
、
と
い
う
序
列
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
立
太
子
儀
曜
の
重
要
性
や
、

皇
太
子
の
冠
曜
の
事
例
か
ら
考
え
て
、
司
空
で
は
な
く
司
徒
が
策
室
百
の
奉
讃
を
行
な
う
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
松
浦
千
春
氏
は
、
こ
れ
ら
の
規
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定
に
つ
い
て
、
外
威
あ
る
い
は
直
官
の
質
権
掌
握
下
に
お
け
る
権
宜
の
形
式
を
俸
え
た
も
の
で
あ
り
、
正
規
の
規
定
で
は
な
い
と
す
る
が
、
司

空
に
よ
る
策
室
田
奉
讃
も
、
こ
れ
を
一
般
的
規
定
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
司
空
に
つ
い
て
の
他
の
事
例
と
し
て
、

『
後
漢
書
』
巻
一
下
、
光

武
一
帝
紀
、

建
武
十
五
年
の
僚
に
、

後
漢
初
期
の
建
武
十
五
年
に
、

資
融
ら
の
功
臣
が
皇
子
を
公
に
封
じ
、

「
大
司
空
、
輿
地
園
を
上
り
、

太

常
、
吉
日
を
捧
び
、
櫨
儀
に
具
」
え
る
こ
と
を
請
う
て
こ
れ
が
許
可
さ
れ
た
後
、
大
司
空
賓
融
が
宗
廟
に
遭
わ
さ
れ
、
皇
子
の
封
公
を
報
告
し

た
こ
と
が
-記
さ
れ
て
い
る
。

事
例
が
豊
富
な
宋
時
代
で
は
、

「
大
吐
・
一
帝
一
世
・
太
寝
」

の
祭
把
に
お
い
て
は
、

司
空
・
太
常
・
大
司
農
が

献
を
行
な
っ
て
お
り
(
『
宋
書
』
倉
一
四
、
雄
志
一
)
、
皇
太
子
妃
の
亮
去
と
陵
墓
の
造
替
に
あ
た
っ
て
「
(
勝
作
〉
大
匠
卿
を
置
き
て
草
を
断
た
し

め
、
司
空
を
し
て
后
土
を
告
」
せ
し
め
て
お
り
(
『
宋
書
』
巻
一
五
、
躍
士
山
二
)
、

ま
た
、

耕
籍
儀
嘩
に
先
立
っ
て
、
司
空
を
筆
頭
に
大
司
農
・
京

弔
ア
・
令
尉
ら
が
、
耕
籍
の
た
め
の
用
地
を
選
定
・
整
備
す
る
儀
式
を
行
な
っ
て
い
る
(
『
宋
書
』
倉
一
四
、
躍
志
一
)
。

先
に
見
た
よ
う
に
、

後
漢

時
代
の
大
喪
儀
瞳
に
お
い
て
、
司
空
が
「
揮
土
・
造
穿
」
及
び
「
復
土
」
を
掌
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
、
右
に
奉
げ
た

に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

『
宋
書
』
巻
一
七
、
瞳
志
四
に
、
講
武
校
謝
の
後
に
獲
物
を
宗
廟
・
大
一
祉
に
捧
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司
空
の
機
能
は
、

い
ず
れ
も
前
述
の
『
績
漢
書
』
や
『
宋
書
」
の
規
定
に
見
え
る
よ
う
な
司
空
H

「
水
土
の
事
を
掌
」
る
官
と
い
う
性
格
づ
け

げ
る
時
の
太
常
丞
庚
蔚
之
の
議
を
載
せ
て
、

社
主
は
土
神
に
し
て
、

司
空
は
土
官
な
り
。

故
に
一
位
を
祭
る
に
司
空
を
し
て
事
を
行
わ
し
む
。

太
廟
は
宜
し
く
上
公
を
使
せ
し
む
る
ベ

し

と
あ
り
、
上
公
〈
こ
の
場
合
は
太
尉
)
が
宗
廟
祭
問
を
措
嘗
す
べ
き
で
あ
る
の
に
射
し
、
司
空
は
「
土
官
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
大
社
祭
杷
を
措
嘗

す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
司
空
が
「
水
土
の
事
を
掌
」
る
官
H

「
土
官
」
で
あ
る
こ
と
は
理
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
土
木
水
利
に
閥

連
す
る
貫
務
行
政
は
尚
書
省
や
都
水
蓋
等
の
官
聴
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
躍
制
世
界
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
司
空

が
最
高
統
括
者
で
あ
る
と
の
通
念
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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こ
れ
に
封
し
、

太
尉
と
司
徒
に
つ
い
て
は
、

郊
杷
・
大
喪
に
お
け
る
役
割
分
携
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、

太
尉
H

「
四
方
の
兵
事
を
掌
」
る
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官
、
司
徒
H
H

「
人
民
の
事
を
掌
」
る
官
と
い
う
一
般
規
定
と
儀
薩
上
の
役
割
分
携
と
の
関
連
は
薄
く
、
職
掌
の
相
違
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ

ラ
ン
ク
づ
け
の
差
が
際
だ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
司
空
は
太
尉
・
司
徒
と
は
や
や
相
違
し
、
躍
制
世
界
で
の
機
能
に
お
い
て
も
、

(先

に
翠
げ
た
、

や
や
疑
問
の
残
る
皇
太
子
策
奔
の
規
定
を
除
け
ば
〉
本
来
の
「
水
土
の
事
を
掌
」
る
官
と
し
て
の
職
掌
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。な

お
、
後
漢
時
代
の
元
倉
儀
躍
の
中
で
、

あ
る
〈
『
綴
漢
書
』
巻
五
、
櫨
儀
志
中
)
。

「
司
空
、
美
を
奉
じ
、
大
司
農
、
飯
を
奉
ず
」
と
い
う
司
空
・
大
司
農
特
有
の
瞳
制
上
の
機
能
が

牧
穫
物
を
掌
る
大
司
農
と
、

大
司
農
の
上
司
と
さ
れ
て
い
た
司
空
が
と
も
に
皇
帝
に
牧
穫
物
を
奉
る
の

西
菅
時
代
に
作
ら
れ
た
元
曾
儀
躍
を
記
す
『
宋
書
』
巻
一
回
、
瞳
志
一

は
、
瞳
制
上
自
然
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

所
引
の
威
寧
儀
注
に
お
い
て
は
、
司
空
↓
奨
・
大
司
農
↓
飯
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
司
徒
↓
損
失
、
大
司
農
↓
飯
の
組
み
合
わ
せ
に
襲
化
し

て
い
る
黙
が
注
目
さ
れ
る
。
前
述
の
宋
時
代
の
大
祉
以
下
の
祭
杷
に
お
い
て
も
、
司
空
と
大
司
農
は
そ
れ
ぞ
れ
初
献
と
終
献
を
措
嘗
し
て
い
る

か
ら
、
こ
の
改
獲
は
、
元
舎
儀
躍
に
限
っ
て
意
闘
的
に
行
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
威
寧
儀
注
は
漢
末
以
降
の
儀
雄
の
混
凱
を
う
け

ハ

お

〉

(

叩

山

〉

て
、
歴
代
の
儀
躍
を
勘
案
し
つ
つ
あ
ら
た
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
漢
時
代
の
元
舎
儀
嘩
に
見
ら
れ
な
い
要
素
が
存
在
す
る
が
、
あ
る
い

は
司
空
か
ら
司
徒
へ
の
改
嬰
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
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は
、
後
日
検
討
し
た
い
。

音
時
代
に
お
け
る
三
公
策
奔
時
の
躍
制
的
位
置
づ
け

本
節
以
降
で
は
、
三
公
の
櫨
制
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
地
位
に
襲
動
は
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
が
、

ま

ず
、
三
公
策
拝
儀
哩
に
お
け
る
躍
制
上
の
待
遇
の
繁
動
の
面
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

『
通
典
』
巻
七
て
嘉
雄
二
ハ
、
策
奔
諸
王
侯
の
僚
に
、
西
菅
威
寧
三
年
、
新
た
に
始
卒
王
等
の
諸
王
が
策
拝
さ
れ
た
時
、
金
石
の
繁
を
演

奏
す
べ
き
か
ど
う
か
の
議
論
を
載
せ
る
が
、
ま
ず
、
博
士
張
放
が
、
皇
太
子
の
冠
躍
に
お
い
て
金
石
演
奏
を
行
な
う
こ
と
を
定
め
た
泰
始
年
開



の
事
例
を
援
用
し
て
、
皇
太
子
の
規
定
は
諸
王
に
も
援
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
冠
曜
と
策
奔
は
と
も
に
嘉
躍
に
属
す
る
と
し
て
、
諸

王
策
奔
に
お
け
る
金
石
演
奏
に
賛
成
し
た
議
を
掲
げ
る
。

そ
の
後
に
績
い
て
、

太
常
王
師
等
が
三
公
の
策
奔
に
つ
い
て
論
じ
た
内
容
を
載
せ

て、

三
公
を
奔
す
る
に
躍
に
繁
あ
り
て
、
宿
設
し
て
臆
庭
に
懸
す
る
ベ
し
。
今
、
門
下
云
う
、
祭
享
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
築
な
し
、
と
。
按
ず

る
に
、
冠
穫
祭
あ
り
、
公
侯
大
臣
、
輿
に
あ
り
て
は
震
に
下
る
。
俸
に
日
く
、
園
卿
は
君
の
武
な
り
、
と
。

い
に
し
え
は
天
子
下
園
に
使
し
、

御
座
矯
に
起
ち
、

こ
こ
を

以
て
命
使
の
目
、
御
親
臨
軒
し
、

に
、
使
臣
を
遣
し
、
皆
な
築
あ
り
。
:
:
:
今
大
使
に
命
じ
、

百
僚
陪
位
す
。

こ
れ
聞
ち
敬
事
の
意
な
り
。

及
び
将
帥
を
命
ず
る

輔
相
を
奔
す
る
に
、

れ
あ
り
、
重
も
ま
た
宜
し
く
然
る
ベ
し
。
博
士
古
を
考
し
、

事
義
を
以
て
相
準
ず
。
故
に
臨
軒
蓮
使
、
宜
し
く
金
石
の
繁
あ
る
べ
し
と
謂

下
園
の
臣
に
比
し
て
、

軽
重
殊
れ
り
。

軽
も
誠
に
こ

う
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と
あ
り
、
三
公
策
奔
時
に
お
い
て
金
石
演
奏
等
を
行
な
う
か
否
か
に
つ
い
て
、
王
師
等
は
、
冠
瞳
の
事
例
を
援
用
し
て
演
奏
を
認
め
る
べ
し
と

し
て
い
る
。
武
一
一
帝
も
ま
た
「
三
公
は
鼎
司
た
り
。
皇
帝
興
る
の
種
あ
り
、
何
を
以
て
か
祭
を
設
け
ざ
る
や
。
ま
た
正
位
し
て
南
面
す
る
に
、
何

を
以
て
か
晃
を
服
さ
ざ
る
や
。
」
と
臨
軒
に
際
し
て
の
演
奏
に
積
極
的
で
あ
り
、

の
意
見
は
、

祭
服
た
る
晃
服
を
着
用
す
べ
し
と
し
た
。
こ
れ
ら

「
祭
享
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
繁
な
し
」
と
す
る
原
則
を
破
り
、
三
公
の
策
奔
を
祭
杷
儀
躍
な
み
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
、

瞳
制
上
の
重
大
な
改
革
で
あ
る
と
い
え
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
議
論
が
行
な
わ
れ
た
威
寧
三
年
が
、
皇
親
諸
王
の
配
置
に
改
獲
が
加
え
ら
れ
、
彼
ら
の
封
地
と
都
督
等
の
地
方
官
と

し
て
の
任
地
を
一
致
さ
せ
て
諸
王
の
「
在
地
性
」
を
強
め
よ
う
と
す
る
な
ど
親
親
の
情
に
基
づ
い
た
諸
王
重
用
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
年
で
も

(

幻

)

あ
る
酷
で
あ
る
。
諸
王
の
金
石
演
奏
を
認
め
る
べ
し
と
す
る
張
放
の
議
論
に
引
き
績
い
て
、
三
公
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

以
上
、
こ
の
時
、
諸
王
の
金
石
演
奏
は
認
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
王
策
奔
儀
躍
の
祭
紀
儀
撞
待
遇
へ
の
格
上
げ
は
、

「封
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建
」
制
度
の
買
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
年
の
諸
王
重
視
政
策
と
連
動
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
競
末
か
ら
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西
耳
目
初
に
か
け
て
、
躍
制
・
律
令
・
官
制
・
五
等
健
制
と
い
っ
た
一
連
の
制
度
改
革
が
有
機
的
連
闘
を
保
ち
つ
つ
推
進
さ
れ
、
西
五
日
王
朝
の
園

(

お

)

家
制
度
全
髄
が
形
成
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
動
凱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
躍
制
知
識
を
取
り
戻
し
、
さ
ら
に
競
菅
時
代
の
支
配
強
制
に
合
わ
せ
た

新
し
い
種
制
を
整
備
し
、
こ
れ
を
王
朝
支
配
の
基
軸
と
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
貌
末
以
降
活
費
化
し
、
西
E

日
初
期
に
は
萄
顕
等
に
よ
っ
て
編
纂

(
m
U
〉

さ
れ
た
一
六
五
篇
の
「
新
櫨
」
と
し
て
ひ
と
ま
ず
成
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
官
爵
盟
系
に
お
い
て
も
、
儒
家
経
典
に
基
づ
く
周
制
的
な
「
封

建
」
制
度
へ
の
「
回
蹄
」
を
意
識
し
て
整
備
が
進
ん
だ
商
が
あ
り
、

た
と
え
ば
、
親
音
革
命
を
目
前
に
し
て
制
定
さ
れ
た
五
等
爵
制
や
、
革
命

後
に
お
け
る
太
師
(
太
宰
)
・
太
停
・
太
保
と
い
っ
た
古
文
事
系
統
の
い
わ
ゆ
る
上
公
(
内
三
公
)
の
設
置
は
、

周
制
「
回
開
」
政
策
に
沿
っ
た

も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、

大
ま
か
に
言
っ
て
、

藩
界
た
る
諸

向
書
省
瞳
制
や
郡
勝
制
等
の
現
賓
の
支
配
櫨
制
と
折
り
合
い
を
つ
け
つ
つ
、

公
・
諸
侯
等
の
封
建
諸
侯
が
皇
帝
一
の
周
囲
を
と
り
ま
く
分
権
的
な
政
治
瞳
制
を
創
出
し
、
可
能
な
限
り
周
制
に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

〈

初

)

た
。
先
に
見
た
威
掌
三
年
の
諸
王
政
策
も
、
周
制
的
封
建
制
度
へ
の
「
復
野
」
を
目
指
し
た
諸
制
度
整
備
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
諸
王
策
奔
儀
曜
の
改
革
に
連
動
し
て
提
案
さ
れ
た
三
公
策
奔
儀
躍
の
格
上
げ
は
、
薩
制
的
見
地
か
ら
見
た
正
嘗
性
に
不
安
を
残

(
但
〉

や
や
強
引
に
公
位
の
崇
古
向
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

E
親
的
に
見
れ
ば
や
は
り
周
制
回
開
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た

し
な
が
ら
、
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と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

(

M

M

)

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
武
一
帝
ら
の
主
張
は
、
以
下
に
引
く
向
書
顧
和
の
反
論
に
あ
っ
た
。

臨
軒
し
て
三
公
を
奔
す
る
に
、
躍
に
築
あ
る
べ
か
ら
ず
。
和
云
え
ら
く
、
穫
に
そ
の
文
な
し
。
衛
宏
漢
儀
を
按
ず
る
に
、

丞
相
を
奔
す
る

に
ま
た
繁
な
し
。

い
に
し
え
の
燕
饗
の
柴
あ
る
者
は
、
以
て
賓
主
の
歓
を
暢
ぶ
る
の
み
。
今
の
三
公
、
事
は
庭
階
に
畢
り
、
穫
は
奔
立
に

成
る
。
歓
宴
未
だ
交
ら
ざ
れ
ば
、
楽
に
事
る
な
し
。
ま
た
按
ず
る
に
六
見
の
服
、
祭
杷
を
主
と
し
、

事
未
だ
晃
を
服
す
る
者
を
見
ず
e

故
に
公
を
奔
す
る
に
躍
に
晃
を
服
す
る
べ
か
ら
ず
。

た
だ
婚
の
み
特
に
こ
れ
を
用
い
、
他

す
な
わ
ち
、
祭
は
「
歓
宴
」
の
た
め
に
演
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、

晃
服
は
祭
杷
(
あ
る
い
は
特
例
と
し
て
婚
躍
)
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
の
で
、
三
公
の
策
奔
儀
躍
に
お
い
て
は
祭
の
演
奏
も
見
服
も
必
要
な
し
と
さ
れ
た
。

王
師
や
武
帝
の
意
見
は
、

「
櫨
に
そ
の
文
な
し
」
と
す



る
正
論
の
前
に
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鄭
玄
読
に
立
ち
、

周
制
的
な
諸
侯
の
あ
り
方
を
追
求
し
た
萄
顕
等
の
「
新
種
」
が
、

(お〉

に
立
つ
塾
虞
等
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
嘗
時
の
種
事
論
争
を
背
景
に
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

王
粛
説

さ
て
、

そ
の
後
も
三
公
策
奔
の
待
遇
を
め
ぐ
る
議
論
は
績
く
。

『
音
書
』
巻
二
一
、
躍
志
下
に
、
東
耳
目
威
康
四
年
、
成
一
一
帝
が
臨
軒
し
て
王
導

を
太
停
に
、
郡
豊
を
太
尉
に
、
庚
亮
を
司
空
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
た
折
の
議
論
を
載
せ
て
、

儀
注
に
、
太
祭
殿
庭
に
宿
懸
す
、

と
あ
り
。
門
下
奏
す
。
祭
把
・
宴
饗
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
繁
の
制
な
し
、
と
。
太
常
禁
謀
議
し
て
日

く
、
九
そ
そ
の
事
を
敬
す
れ
ば
則
ち
そ
の
躍
を
備
え
、
瞳
備
わ
れ
ば
則
ち
制
し
て
繁
あ
り
。
集
は
事
を
敬
し
て
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
以

に
し
て
、
耳
目
の
娯
を
魚
す
に
あ
ら
ず
。
故
に
冠
も
ま
た
こ
れ
を
用
い
、
唯
だ
宴
饗
の
み
に
あ
ら
ず
。
宴
饗
の
築
あ
る
は
、
ま
た
賓
を
敬

す
る
所
以
な
り
。
:
:
:
公
侯
大
臣
(
以
下
、
先
に
引
い
た
王
師
の
議
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
〉
:
:
:
宜
し
く
金
石
の
繁
あ
る
べ
し
、
と
。

議
奏
さ
れ
、

こ
れ
に
従
う
。
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と
あ
る
。
門
下
の
「
祭
柁
宴
饗
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
楽
の
制
な
し
」
と
す
る
意
見
に
射
し
、
太
常
察
諜
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
を
威
寧

三
年
の
王
師
の
意
見
に
依
接
し
て
金
石
演
奏
を
主
張
し
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
嘗
時
、
王
導
・
郡
豊
・
慶
亮
は
東
亙
自
の
政
界
に
お
い
て
絶
大

な
政
治
的
権
力
を
持
ち
、
一
燭
聞
護
の
封
時
を
績
け
て
い
た
が
、
奈
諜
の
提
議
は
、
三
者
の
封
立
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
配
慮
が
あ

っ

(
川
品
〉

た
と
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
契
機
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、

『亙自室
田』
巻
七
七
、
察
謀
俸
に
右
と
同
様
の
こ
と
を
記
し
た

後

「
臨
軒
作
築
、

こ
れ
よ
り
始
ま
る
な
り
ょ
と
し
て
お
り
、

西
耳
目
時
代
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
三
公
の
金
石
演
奏
は
、
威
康
四
年
以
降

『
宋
書
』
巻
一
四
、
瞳
志
一
に
、
宋
時
代
の
儀
注
と
思
わ
れ
る
も
の
を
載
せ
て
、

制
度
化
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

九
そ
、
大
使
を
遣
し
て
皇
后
・
三
公
を
奔
し
、
及
び
皇
太
子
を
冠
し
、
及
び
蕃
王
を
奔
す
る
に
、

一帝
皆
な
臨
軒
す
。
そ
の
儀
、
太
祭
令
殿

前
に
金
石
四
廟
の
祭
を
宿
設
す
。
:
:
・
皇
帝
衰
賓
の
服
を
服
し
、
太
極
殿
に
升
り
、
臨
軒
し
て
南
面
す
。

と
あ
り
、

ま
た
、

『
宋
書
』
巻
一
八
、
櫨
志
五
に
も
「
そ
れ
臨
軒
、

ま
た
衰
見
あ
る
な
り
」
と
あ
り
、
宋
時
代
に
お
い
て
、
立
皇
后
・
三
公
策
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奔
・
皇
太
子
の
冠
躍
・
諸
王
の
策
奔
、
と
い

っ
た
康
範
な
儀
櫨
に
お
い
て
、

皇
帝
の
臨
軒
・
衰
晃
着
用
・
金
石
演
奏
が
制
度
化
さ
れ
る
に
至
つ
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た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

西
E

日
か
ら
南
朝
初
期
に
か
け
て
、
好
徐
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
三
公
の
策
奔
儀
穫
に
お
け
る
薩
制
上
の
格
上
げ

が
認
め
ら
れ
て
い
き
、

そ
の
崇
高
性
は
む
し
ろ
漢
時
代
に
比
し
て
増
し
た
と
レ
え
る
の
で
あ
る
。

な
お

右
の
史
料
で
は

太
極
殿
に
お
い
て
三
公
の
策
奔
が
行
わ
れ
て
い
る
が

こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、

『
華
文
類
緊
』
巻
一
一
一

九
、
躍
部
中
、
朝
舎
の
候
所
引
の
『
耳
目
起
居
注
』
に

太
常
張
奪
上
書
す
。
嘗
事
を
按
ず
る
に
、
公
を
建
始
殿
に
奔
す
る
に
、
因
り
て
以
て
小
倉
あ
り
。
今
公
を
太
極
殿
に
奔
す
る
に
、

(
お
)

り
て
以
て
小
舎
あ
り
、
宰
輔
を
崇
ぶ
な
り
。

ま
た
因

と
あ
り
、

ま
た
『
且
国
書
』
巻
四
四
、
石
嬰
俸
に
、

(
石
壁
)
右
光
旅
大
夫
に
遜
り
、
開
府
し
て
司
徒
を
領
す
e

前
代
、
三
公
の
加
奔
に
は
、
皆
な
小
舎
を
設
く
。
宰
輔
を
崇
ぶ
所
以
の
制
な

り
。
貌
末
よ
り
慶
さ
れ
て
ま
た
は
行
わ
れ
ず
。
壁
に
至
り
て
詔
令
あ
り
、
曾
途
に
以
て
常
と
震
る
。

。，“。b
唱

i

と
あ
る
。

建
始
殿
は
、
漢
末
の
建
安
二
十
五
年
に
曹
操
が
洛
陽
北
宮
の
北
部
に
建
設
し
た
宮
殿
で
あ
る
の
で
、
右
に
見
え
る
「
蓄
事
」
あ
る

レ

は
「
前
代
」
と
は
、
西
耳
目
時
代
か
ら
見
た
貌
時
代
の
こ
と
を
指
す
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
総
合
す
る
と
、
貌
時
代
、
三
公
策
奔

の
舞
蓋
は
宮
城
北
隅
の
建
始
殿
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
う
「
小
倉
」
が
催
さ
れ
て
い
た
が
、
貌
末
以
降
の
「
小
曾
」
慣
行
の
鹿
止
を
は
さ
ん
で
、

西
耳
目
時
代
に
至
っ
て
、
策
奔
の
場
所
は
太
極
殿
に
格
上
げ
さ
れ
る
と
と
も
に
、

石
壁
が
司
徒
に
任
命
さ
れ
た
西
耳
目
太
康
七
年
以
降
、

「
小
曾
」

慣
行
も
復
活
し
た

先
に
見
た
三
公
策
奔
儀
穫
の
格
上
げ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

は
、
音
一
代
を
逼
じ
て
粁
徐
曲
折
を
経
な
が
ら
も
崇
高
性
を
増
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
推
移
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
公
の
策
奔

四

南
朝
時
代
に
お
け
る
三
献
問
題
の
推
移

前
節
で
は
、
耳
目
時
代
を
通
じ
て
三
公
の
融
制
上
の
地
位
が
む
し
ろ
高
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
も
三
公
の
地

位
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
南
朝
時
代
に
お
け
る
太
尉
亜
献
に
闘
す
る
議
論
に
端
的
に
見
ら
れ
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
太
尉



に
と
っ
て
、
郊
杷
の
際
に
亜
献
を
行
な
う
こ
と
は
、
躍
制
上
の
一
大
責
務
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
後
漢
以
来
、
郊
杷
に
お
い
て
は
皇
帝
が
天
下

を
統
べ
る
者
と
し
て
初
献
を
行
な
い
、
三
公
あ
る
い
は
公
ク
ラ
ス
の
諸
官
を
代
表
し
て
太
尉
が

E
献
を
行
な
い
、
九
卿
の
代
表
と
し
て
光
旅
動

が
終
献
す
る
と
い
う
、
三
献
か
ら
構
成
さ
れ
る
酬
霞
儀
瞳
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
説
耳
目
以
降
に
お
い
て
は
、
太
尉

の
保
持
し
て
い
た
直
献
の
地
位
は
も
と
よ
り
、
三
献
制
度
そ
の
も
の
さ
え
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、

こ
の
貼
を

検
討
す
る
。

ま
ず
、

『
宋
書
』
巻
二
ハ
、
躍
志
三
に
見
え
る
、
宋
の
孝
武
一帝
孝
建
二
年
に
お
け
る
太
尉

E
献
を
め
ぐ
る
議
論
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

有
司
奏
す
。
今
月
十
五
日
に
南
郊
あ
り
。
嘗
儀
を
尋
ぬ
る
に
、
廟
洞
は
至
傘
親
奉
し
、
以
て
太
尉
亜
献
し
、
南
郊
の
親
奉
、
以
て
太
常

E

献
す
e
:
:
:
輔
ち
韓
官
に
下
し
て
詳
正
せ
し
む
。

と
あ
り
、

「
嘗
儀
」
に
よ
れ
ば
、
宗
廟
祭
把
の
際
、
太
尉
が

E
献
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
劉
し
、
南
郊
祭
杷
に
お
い
て
は
、
太
常
が
亜

て、

「
四
年
七
月
、

貌
文
一帝
貰
初
四
年
の
こ
と
と
し

一
帝
絡
に
東
巡
せ
ん
と
し
、
大
軍
を
以
て
醤
に
出
で
ん
と
す
る
に
、
太
常
を
し
て
一
特
牛
を
以
て
南
郊
に
告
洞
せ
し
む
。
自

『宋
書
』
巻
二
ハ
、

理
志
三
に
、
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献
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
太
尉
が
郊
把
に
お
い
て
亜
献
を
掌
る
と
す
る
後
漢
以
来
の
規
定
に
合
わ
な
レ
も
の
で
あ

「
奮
儀
」
が
ど
の
時
貼
の
儀
注
を
示
す
の
か
は
剣
然
と
し
な
い
が
、

る後
以
て
常
と
矯
す
。
L

と
あ
り
、

本
来
で
あ
れ
ば
太
尉
等
が
行
な
う
べ
き
儀
躍
を
太
常
が
行
な

う
例
が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
責
初
二
年
に
三
公
の
災
異
策
克
が
鹿
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
儒
家
的
神

(
お
〉

秘
主
義
の
色
合
い
の
濃
い
天
人
相
開
設
か
ら
来
る
三
公
の
災
異
策
売
を
否
定
し
た
こ
と
を
一意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
説
初
に

資
初
四
年
に
太
常
が
南
郊
に
告
澗
し
て
お
り
、

お
い
て
三
公
は
次
第
に
神
秘
性
・
崇
官
向
性
を
失

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
太
常
が
太
尉
に
代
わ

っ
て
南
郊
祭
杷
の
亜
献
を
携
嘗
す
る
慣
行

が
生
ま
れ
た
の
も
、
あ
る
い
は
こ
の
頃
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
宋
書
』
巻
一
四
、
雄
志
一
の
、
南
郊
祭
杷
の
決
第
を
載
せ
た
部
分
に
、
「
謁

者
、
太
常
を
引
き
て
壇
を
升
ら
し
め

E
献
せ
し
む
。
」
と
あ
る
か
ら
、

遅
く
と
も
宋
時
代
に
は
太
常
亜
献
が
儀
注
類
で
成
文
化
さ
れ
て
い
た

751 

ょ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
孝
建
二
年
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
意
見
が
、
太
事
博
士
王
杷
之
か
ら
出
さ
れ
た
。
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太
閤
学
博
士
王
杷
之
議
す
。
周
穫
を
案
ず
る
に
、
大
宗
伯
王
を
佐
け
園
を
保
ち
、
士
ロ
穫
を
以
て
鬼
神
祇
に
事
え
、
長
天
を
離
記
す
。
則
ち
今

の
太
常
こ
れ
な
り
。
以
て
天
を
郊
す
る
に
、
太
常

E
献
す
。
ま
た
周
躍
外
宗
云
う
、

う
、
后
祭
に
興
ら
ざ
れ
ば
、
宗
伯
そ
の
事
を
撮
す
、

王
后
輿
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
宗
伯
質
す、

と
。
鄭
玄
云

と
。
ま
た
説
に
云
う
、
君
圭
墳
を
執
り
て
戸
に
視
し
、
大
宗
伯
箪
積
を
執
り
て
亜
献

す
、
と
。
中
代
以
来
、
后
廟
祭
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
麿
に
櫨
に
依
り
て
大
宗
伯
掘
し
て
亜
献
す
べ
き
な
り
。

し
か
し
て
今
は
太
尉
亜
献
す
。

鄭
雄
月
令
に
注
し
て
云
う
、
三
王
司
馬
あ
り
、
太
尉
な
し
。
太
尉
秦
官
な
り
、

と
。
蓋
し
世
代
晴
久
に
し
て
、
宗
廟
の
崇
敬
、
揚
后
の
事

重
し
。
放
に
上
公
を
以
て
亜
献
す
、
と
。

紀
之
は
、

(
幻
)

王
后
が
宗
廟
祭
杷
に
参
加
で
き
な
い
場
合
、
大
宗
伯
が
こ
れ
を
癒
す
る
と
す
る
『
周
躍
』
の
規
定
を
根
擦
に
、
廟
祭
に
お
け
る
太
尉

の
E
献
も
櫨
制
に
合
わ
な
い
制
度
で
あ
る
と
し
た
。
結
局
、
廟
祭
に
お
け
る
太
尉

E
献
の
現
肢
を
追
認
し
た
も
の
の
、

周
制
の
原
理
か
ら
す
れ

ば
、
郊
杷

・
宗
廟
双
方
に
お
い
て
、
太
尉
は
直
献
す
べ
き
官
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

太
常
丞
朱
腐
之
議
す
。
周
瞳
を
案
ず
る
に
、
大
宗
伯
典
穫
を
掌
ら
し
め
、
紳
に
事
う
る
を
以
て
上
と
魚
し
、
職
は
祭
杷
を
総
べ
、
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し
か
し
、
こ
の
意
見
は
太
常
丞
朱
腐
之
に
よ

っ
て
覆
さ
れ
た
。

し
か
し

て
畏
天
首
と
借
用
す
。
今
の
太
常
即
ち
宗
伯
な
り
。
ま
た
尋
ぬ
る
に
蓑
山
松
漢
百
官
志
云
う
、
郊
杷
の
事
、
太
尉
亜
献
を
掌
り
、
光
旅
三
献

を
掌
る
。
太
常
祭
把
ご
と
に
、
先
ず
そ
の
躍
儀
を
奏
し
、
事
を
行
う
に
及
び
て
は
天
子
を
賛
く
る
こ
と
を
掌
る
、

と
。
献
を
掌
る
こ
と
な

し
。
儀
志
の
如
き
は
、
漢
の

E
献
の
事
、
専
ら
上
司
に
由
り
、
秩
宗
貴
官
に
由
ら
ざ
る
な
り
。
今
の
宗
廟
、
太
尉
亜
献
し
、
光
株
三
献
す

る
は
、
則
ち
漢
儀
な
り
。
ま
た
賀
循
の
制
に
、
太
尉
東
南
道
よ
り
升
壇
す
、
と
あ
り
、
明
ら
か
に
こ
の
官
必
ず
郊
祭
に
預
る
。
古
櫨
宗
伯

に
由
る
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
世
に
因
革
あ
り
、

上
司
の

E
献
、
漢
儀
行
う
所
。
愚
調
え
ら
く
、
郊
杷
の
嘩
重
く
、
宜
し
く
宗
廟
と
同

じ
う
せ
ん
、
と
。
且
つ
太
常
既
に
天
子
を
賛
く
る
こ
と
を
掌
る
。
事
を
兼
を
容
れ
ず
、

と
。
:
:
:
八
座
丞
郎
博
士
に
通
関
す
る
に
、
並
び

に
腐
之
の
議
に
同
じ
。
向
書
令
建
卒
王
宏
参
議
を
重
ね
、
腐
之
の
議
を
允
と
篇
す
と
謂
う
。
詔
可
。

腐
之
は
、
主
と
し
て
漢
時
代
の
事
例
を
引
い
て
、
太
常
の
職
務
は
「
祭
杷
を
総
」
ベ
、

「
天
子
を
賛
」
け
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
郊
紀



に
お
け
る
酬
寄
儀
躍
に
参
興
す
べ
き
で
は
な
く
、
酬
簡
は
あ
く
ま
で
皇
帝

・
太
尉
・
光
旅
動
の
三
者
が
遂
行
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

結
局
、
腐
之
の
意
見
が
採
用
さ
れ
、
宗
廟
の
み
な
ら
ず
、
郊
把
に
お
い
て
も
太
尉
の
亜
献
は
保
護
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
麿
之

が
依
援
し
た
「
賀
循
の
制
」
と
は
、
東
耳
目
成
立
期
に
お
い
て
嘩
制
整
備
に
貢
献
し
た
賀
循
の
手
に
な
る
儀
注
を
指
す
が
、
こ
の
儀
注
に
お
い
て

も
太
尉
の

E
献
を
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、

西
五
日
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
前
述
の
「
新
櫨
」
は
確
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
武
一
帝
一
末
年
か

ら
恵
一
帝
初
期
を
通
じ
て
塾
虞
ら
に
よ
っ
て
改
定
が
加
え
ら
れ
た
が
未
完
に
終
わ
り
、

(

叩

拘

)

全
な
も
の
だ
っ
た
。
右
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
ま
た
、

西
音
末
期
の
動
凱
を
鰹
た
賀
循
の
儀
注
編
纂
も
ま
た
不
完

『
宋
書
』
巻
一
四
、
躍
志
一
の
「
貌
よ
り
以
来
、
多
く
三
公
を
し
て
行
事
せ
し
め
、
乗
輿

と
い
う
記
事
を
考
え
る
と
、
貌
亙
回
以
降
は
皇
一
帝
が
親
祭
し
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ー
ー
そ
の
場
合
は
太
尉
・
太
常
・

(

m

却
〉

光
総
動
が
三
献
を
行
な
う
|
|
た
め
に
亜
献
問
題
は
願
在
化
せ
ず
、
東
耳
目
以
降
、
皇
帝
一
親
祭
が
即
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
十
分
な
議

出
ず
る
こ
と
竿
な
り
。
」

論
が
叢
く
さ
れ
ず
に
暖
昧
な
表
現
が
儀
注
に
記
さ
れ
た
ま
ま
、
西
耳
目
の
慣
行
を
踏
襲
す
る
形
で
太
常
亜
献
が
恒
常
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

る

p
h
1
u
 。ゐ

噌

A

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
宋
の
孝
建
二
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
郊
杷
・
宗
廟
双
方
と
も
太
尉
が

E
献
を
行
な
う
制
度
が
確
定
し
た
の
で
あ

し
か
し
、
太
尉
の
地
位
は
梁
の
武
一
帝
に
よ
っ
て
再
び
危
機
に
立
た
さ
れ
る
。

=
一献
制
か
ら
一
献
制
へ
の
轄
換
を
提
案
し
た
時
の
議
論
を
載
せ
て
、

『
情
書
』
巻
六
、
躍
儀
志
一
に
、
梁
の
武
一帝
が
郊
杷
に
お
け
る

一
献
は
質
と
震
し
、
三
献
す
れ
ば
則
ち
文
な
り
と
、
天
に
事
う
る
の
道
、
理
躍
に
然
ら
ず
、
と
。
詔
し
て
詳

議
に
下
す
。
博
士
陸
簿

・
明
山
賓
、
雄
官
司
馬
襲
以
漏
ら
く
、
宗
桃
の
三
献
、
義
は
臣
下
を
兼
ぬ
。
上
天
の
雄
、
主
は
一
帝
王
に
在
り
、
理

一
献
允
と
矯
す
。
こ
れ
よ
り
天
地
の
祭
は
、
皆
な
一
献
と
せ
よ
、
と
。
始
め
て
太
尉
の
亜
献
、
光
旅
の
終
献
を

(
天
監
〉
七
年
、

一一帝以う、

を
約
し
義
を
申
ぶ
る
に
、

省
く
。

と
あ
る
。
ま
た
、
三
年
後
の
天
監
十
年
に
は
、
儀
曹
郎
朱
昇
が
明
堂
祭
把
に
つ
い
て
、

「
郊
儀
に
依
り
て
、
清
酒
を
一
献
す
る
に
止
む
」
こ
と

(
必
〉

を
請
う
て
こ
れ
が
許
可
さ
れ
て
お
り
、

明
堂
祭
杷
に
お
い
て
も
一
献
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

一
献
制
へ
の
轄
換
の
論
理
は
、
南
郊
に
お
い
て

753 
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つ
ま
り
早
大
天
上
一帝
に
射
す
る
祭
把
の
主
睦
は
皇
帝
の
み
に
あ
り
、
太
尉
や
光
除
動
は
こ
れ
に
あ
ず

か
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
宗
廟
祭
杷
は
「
義
は
臣
下
を
兼
」
ね
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
天
監
七
年
以

降
に
お
い
て
も
、
太
尉
・
光
旅
卿
の
参
興
は
存
績
し
た
。
こ
こ
に
、
祭
杷
盟
系
に
劃
す
る
皇
帝
と
官
僚
・
諸
侯
と
の
閥
り
方
の
相
違
が
見
ら
れ

『
惰
書
』
巻
六
、
撞
儀
志
一
に
載
せ
る
天
監
十
年
に
お
け
る
朱
昇
の

る
。
郊
杷
・
宗
廟
祭
把
を
進
行
す
る
に
あ
た

っ
て
の
相
違
貼
に
つ
い
て
、

は
「
上
天
の
躍
、

主
る
は
一
帝
王
に
あ
り
」
、

上
言
に
「
郊
杷
は
質
を
貴
」
び
、

こ
と
が
わ
か
り
、
質
際
に
郊
問
、
及
び
こ
れ
に
次
い
で
「
質
」
で
あ
る
べ
き
明
堂
祭
杷
に
お
い
て
祭
杷
施
設
の
簡
易
化
が
断
行
さ
れ
て
い
る
。

「
宗
廟
は
文
を
貴
」
ぶ
と
い
う
一
簡
が
あ
り
、
梁
時
代
、
雨
者
の
性
質
の
相
違
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
郊
杷
に
お
け
る
「
質
」
の
重
覗
が
、
皇
帝
と
紳
と
が

一
劃
一
で
劉
峠
す
る
祭
杷
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
一
献
制
を
導
い
た
の
に
劃

し
、
宗
廟
祭
杷
に
お
け
る
「
文
」
の
重
視
が
、
皇
帝
一
が
官
僚
・
諸
侯
と
と
も
に
一帝
室
の
租
霊
を
祭
る
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
三
献
制
を
安
首
と
し

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

郊
記
・
明
堂
祭
杷
に
お
い
て
は

畏
天
上
一帝
に
劃
し
て
は
皇
帝
が
こ
れ
に
劃
す
る
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た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

祭
杷
を
濁
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
自
身
の
神
秘
性
を
高
め
る
こ
と
が
企
固
さ
れ
、

ま
た
宗
廟
祭
杷
に
お
い
て
は
公
・
卿
を
代
表
す
る
太

尉
・
光
旅
動
を
祭
杷
の
中
心
に
引
き
込
み
、
皇
帝
と
と
も
に
一
帝
室
の
租
霊
と
劉
時
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
一
帝
室
及
び
皇
帝
に
劃
す
る
従
属
性

(
H
U
)
 

を
高
め
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
郊
杷
・
明
堂
祭
杷
に
お
け
る
一
献
制
へ
の
鞠
換
事
例
と
軌
を
一
に
す
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
櫨
制
改
革
が
、
天
監
年
聞
に
施
行

天
監
五
年
、
郊
杷
・
宗
廟
祭
杷
の
儀
瞳
に
お
い
て
、
皇
帝
の
み
が
天
地
の
紳
や
一
帝
室
の
粗
霊
を
奔
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

(

必

)

臣
下
が
こ
れ
ら
を
奔
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
こ
れ
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
祭
杷
に
お
け
る
皇
帝
の
神
秘
性
を
高
め

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

る
た
め
の
措
置
で
あ
り
、

一
献
制
と
類
似
す
る
改
革
と
い
え
よ
う
。
ま
た

一
献
制
度
施
行
の
同
年
の
天
監
七
年
に
、

『
周
撞
』
に
見
え
る
大

裂
が
、
郊
杷
・
明
堂
祭
把
に
お
け
る
皇
一
帝
専
用
の
祭
服
と
し
て
創
製
さ
れ
、
天
監
十
年
正
月
の
明
堂
祭
紀
以
降
、
大
妥
が
以
前
か
ら
の
見
服
に

(

必

〉

か
わ
っ
て
質
際
の
儀
雄
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

『
大
唐
郊
記
録
』
巻
三
、
乗
輿
服
の
僚
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
監
七
年
の
大
妥
制

度
は
、
経
書
の
時
代
は
措
く
と
し
て
事
質
上
史
上
最
初
の
も
の
で
あ
り
、

不
完
全
な
部
分
を
残
し
な
が
ら
も
唐
の
大
衰
の
原
形
と
な

っ
た
。
大



褒
は
、

『
周
躍
』
春
官
、
司
棄
の
僚
に
鄭
衆
が
注
し
て
「
服
し
て
以
っ
て
天
を
記
り
、
質
を
示
す
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

「
質
」
な
る
祭
服
で
あ
っ
た
。

『
惰
書
』
撞
儀
志
に
見
え
る
議
論
に
お
い
て
も
、
朱
昇
が
異
服
を
「
文
」
と
し
、
大
棄
を
「
質
」
と
す
る
封
比

を
行
な
っ
て
お
り
、
寅
際
、
大
棄
は
十
二
本
の
擁
や
十
二
章
の
文
様
の
な
い
簡
素
な
祭
服
と
し
て
作
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
瞳
制
改
革
の
結

果

「
質
」
を
重
視
す
る
郊
把
・
明
堂
祭
把
に
お
い
て
は
、
秩
石
序
列
に
沿

っ
て
各
々
き
ら
び
や
か
な
文
様
を
施
し
た
卒
晃
着
用
集
圏
の
上
に

立
っ
て
、
皇
一
一
帝
の
み
が
「
質
」
で
あ
る
大
妥
や
祭
杷
施
設
を
使
用
し
、

「
質
」
で
あ
る
一
献
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
が
、
皇
一
一
帝
の
神
秘
性
は
以

前
の
祭
杷
形
式
に
比
し
て
さ
ら
に
際
だ
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
改
革
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
三
公
の
地
位
向
上
を
は
か
る
考

え
方
と
は
全
く
遣
っ
た
志
向
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

で
は
こ
の
結
果
、
三
公
の
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
獲
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
梁
時
代
の
卒
晃
制
度
を
検
討
し
た
際
、
大
夫
が
あ

ら
た
に
助
祭
集
固
に
加
わ
り
、
助
祭
集
圏
が
旗
大
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
秩
石
の
改
定
と
あ
い
ま
っ
て
、
助
祭
集
圏
、
特
に
三
公

の
相
射
的
な
崇
高
性
の
低
下
を
招
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
加
え
、
右
に
見
た
一
献
制
へ
の
轄
換
、
皇
帝
一
に
限
定
さ
れ
た
天
地
温
彊
に
射
す
る
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奔
躍
、
大
惑
の
創
製
等
の
一
蓮
の
改
革
は
、
三
公
以
下
の
官
僚
・
諸
侯
か
ら
隔
絶
し
た
皇
帝
一
の
神
秘
性
を
際
だ
た
せ
る
一
方
、
三
公
等
を
助
祭

集
園
の
中
に
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
一
献
制
へ
の
轄
換
が
認
可
さ
れ
た
天
監
七
年
と
い
う
年
は
、

(

川

制

)

年
で
も
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
梁
の
武
一
帝
に
よ
っ
て
「
天
監
の
改
革
」
が
断
行
さ
れ
た

「
天
監
の
改
革
」
は
、
貴
族
制
の
再
編
及
び
皇
一
帝
の
支
配
権
力
の
伸
長
を
企
画
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
右
に
見
た
櫨
制
改
革

も
ま
た
、

E
観
的
に
見
て
「
天
監
の
改
革
」
と
同
一
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、

一
献
制
に
劃
す
る
反
動
は
、

棟
時
代
に
至
っ
て
顛
在
化
し
た
。

『
惰
書
』
巻
六

躍
儀
志
一
に
、

文
一
帝
天
嘉
年
聞
の
こ
と
と
し

て

(
許
〉
亨
ま
た
奏
し
て
日
く
、
梁
儀
注
日
く
、

一
献
質
と
篤
し
、
三
献
文
と
信
用
す
。
天
に
事
う
る
の
道
、
故
に
三
献
す

と
。
臣
案
ず
る
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に
、
周
雄
司
樽
言
う
所
、
三
献
宗
眺
に
施
す
、

と
。
し
か
し
て
鄭
注
に
、

一
献
群
小
租
に
施
す
、
と
あ
り
。
今
小
杷
の
躍
を
用
い
て
天
神
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大
一
帝
に
施
す
。
梁
武
の
こ
の
義
不
通
と
魚
す
。
:
:
:
今
請
う
ら
く
は
、
凡
そ
郊
丘
の
記
事
、
宗
跳
に
準
じ
て
三
献
允
と
魚
さ
ん
、
と
。
制

し
て
日
く
、
議
に
依
れ
、

と

と
あ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

右
に
見
た
梁
初
に
お
け
る
郊
杷

・
明
堂
祭
杷
で
の
一
献
制
へ
の
轄
換
は
、

(
M
M
〉

年
に
完
成
し
た
明
山
賓
の
編
纂
に
よ
る

『
吉
雄
儀
注
』
に
よ

っ
て
成
文
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
陳
文
一帝
の
天
嘉
年
聞
に
至

っ
て
、
掻
太
常

卿
許
亨
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

亨
は
、
「
小
間
の
嘩

(
H
一
献
)
を
以

っ
て
天
人
大
一帝
一
を
施
」
す
こ
と
の
不
保
理
を
説
き
、
一

一献

制
を
「
質
」
と
直
結
さ
せ
る
梁
の
武
一帝
の
論
理
を
批
判
す
る
。
彼
の
こ
の
上
言
に
は
、
郊
杷
に
お
け
る
公

・
卿
の
地
位
を
低
下
さ
せ
、
皇
帝
権

『
梁
儀
注
』
、

す
な
わ
ち
天
監
十
一

力
の
神
秘
性
の
み
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
武
一
帝
の
櫨
制
改
革
に
劃
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
議
論
は
郊

杷
に
限
定
し
て
レ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
同
様
の
考
え
方
が
明
堂
に
も
適
用
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
陳
時
代
に
な
る
と
、
武
一
帝
が
断
行
し
た

一
献
制
度
は
否
定
さ
れ
、
郊
杷
・
明
堂
祭
杷
の
三
献
制
度
は
復
活
し
た
。
た
だ
し
、
武

一一
帝
に
よ

っ
て
創
始
・
改
革
さ
れ
た
、
大
妥
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
の
多
く
は
陳
王
朝
に
よ
っ
て
受
け
縫
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

E
覗
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的
に
見
れ
ば
、
融
制
世
界
に
お
け
る
皇
一
一帝
の
権
威
の
強
調
と
公

・
卿
の
相
劃
的
な
権
威
低
下
を
企
園
し
た
武
一帝
の
嘩
制
改
革
は
、
全
韓
と
し
て

は
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

お

オっ

り

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
ま
と
め
な
お
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
漢
六
朝
を
通
じ
て
、
公

・
卿

・
大
夫
を
基
幹
と
す
る
秩
石
序
列
の
原
理
が
嘩
制
世
界
を
律
し
つ
づ
け
た
。
特
に
各
種
祭
杷
儀
櫨
や
、
こ
れ

に
附
随
す
る
重
一層
構
造
を
持
つ
祭
服
鐙
系
に
は
こ
の
原
理
が
よ
り
強
く
機
能
し
た
。
そ
の
中
で
も
三
公
は
雄
制
秩
序
構
造
H
秩
石
序
列
の

頂
貼
に
立
ち
綬
け
た
。

②
質
務
行
政
に
お
い
て
は
明
確
な
職
掌
分
擦
が
存
在
し
な
か

っ
た
三
公
で
あ
る
が
、
櫨
制
世
界
に
お
い
て
は
機
能
分
化
が
明
確
で
あ
り
、
太



尉
ー
司
徒
l
司
空
と
い
う
一
一
一
公
内
部
の
序
列
も
存
在
し
た
。

③
と
こ
ろ
が
、
貌
初
に
お
い
て
は
、
郊
記
に
お
け
る
太
尉
の
亜
献
の
地
位
が
太
常
に
奪
わ
れ
る
な
ど
、
嘩
制
上
の
三
公
の
崇
高
性
は
否
定
さ

れ
る
趨
勢
に
あ
っ
た
。

④
耳
目
時
代
に
お
け
る
周
制
的
封
建
制
度
へ
の
「
回
開
」
を
意
識
し
た
諸
制
度
の
改
革
を
う
け
て
、
卒
軍
制
度
の
創
設
や
、
三
公
の
格
上
げ
等

が
試
み
ら
れ
、
秩
石
序
列
の
再
構
築
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
劃
す
る
抵
抗
も
強
く
、
三
公
策
奔
儀
櫨
の
格
上
げ
は
東
国
日
時
代
、

太
尉
亜
献
の
復
活
は
宋
時
代
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
制
度
化
し
た
。

⑤
そ
の
後
、
皇
一
帝
支
配
の
強
化
を
志
向
し
た
制
度
改
革
を
推
進
す
る
梁
の
武
一
帝
に
よ
っ
て
、
皇
帝
の
至
高
性
が
強
調
さ
れ
て
い
く
一
方
、
郊

杷
に
お
け
る
三
献
制
度
そ
の
も
の
の
否
定
や
卒
完
制
度
改
革
に
よ
る
助
祭
集
圏
の
援
大
等
に
よ
っ
て
、
全
世
と
し
て
三
公
の
崇
高
性
は
損

な
わ
れ
た
。

漢
六
朝
を
通
じ
て
種
制
秩
序
の
基
幹
で
あ
っ
た
秩
石
序
列
は
存
績
し
た
も
の
の
、

そ
の
頂
貼
に
立
つ
三
公
の
地
位
は
、
貌
呂
田
以
降
の
官
霞
瞳

-129-

⑥
そ
の
後
、
陳
時
代
に
至

っ
て
三
献
制
度
は
復
活
し
た
も
の
の
、
梁
の
武
一帝
の
躍
制
改
革
の
基
本
線
は
存
績
し
た
。

系
の
改
獲
の
影
響
を
受
け
て
、
躍
制
上
の
地
位
や
そ
の
崇
高
性
を
脅
か
さ
れ
績
け
た
と
い
え
る
。

皇
帝
に
よ
る
神
秘
性
調
占
を
目
指
し
た
梁
の

武
一帝
に
よ
る
嘩
制
改
革
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
射
す
る
反
動
が
存
在
し
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
融
制
上
の
崇
高
性
を

高
め
よ
う
と
す
る
意
一
見
が
繰
り
返
し
提
出
さ
れ
た
。
三
公
九
卿
を
基
幹
と
す
る
秩
石
序
列
や
周
制
的
封
建
制
の
原
理
を
崩
し
て
い
こ
う
と
す
る

動
き
と
、
あ
く
ま
で
こ
の
原
理
に
沿
っ
て
瞳
制
秩
序
を
維
持
し
強
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
併
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
動

き
の
か
ら
み
あ
い
こ
そ
が
、
漢
時
代
や
惰
唐
時
代
か
ら
貌
耳
目
南
朝
を
際
だ
た
せ
る
特
色
の

一つ

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
論
争
の
背
景

と
し
て
、
貌
耳目
以
降
南
朝
時
代
を
通
じ
て
の
皇
帝
の
指
導
力
の
増
大
等
の
貫
際
の
政
治
の
場
に
お
け
る
様
々
な
獲
動
が
あ
っ
た
。
特
に
、
向
書

以
下
の
三
省
等
の
官
僚
機
構
の
重
要
性
の
増
大
は
薩
制
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
三
公
の
櫨
制
上
の
地
位
の
動
揺
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と
三
省
各
官
の
撞
頭
が
そ
の
ま
ま
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
三
省
等
の
官
僚
機
構
が
貌
E

日
以
降
の
嘩
制
世
界
の
中
で
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い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
存
在
感
を
増
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
貌
忍
回
以
降
、
秩
石
序
列
と
は
別
の
原
理
が
い
か
に
し
て

躍
制
世
界
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
も
含
め
て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註(
1
)

前
漢
後
期
の
内
朝
と
外
朝
の
問
題
に
関
す
る
論
考
は
多
い
が
、
こ
こ

で
は
、
近
年
の
研
究
動
向
を
整
理
し
た
冨
田
健
之
「
漢
代
政
治
史
に
関

す
る
こ
・
三
の
問
題
|
|
内
朝
・
外
朝
及
び
筒
蓄
問
題
に
つ
い
て
の
近

年
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て

1
l」
(
『
東
ア
ジ
ア
|
|
歴
史
と
文
化
|
|
』

て
一
九
九
二
)
を
皐
げ
る
に
と
ど
め
る
。

(
2
〉

漢
時
代
の
三
公
九
卿
に
闘
し
て
は
、
伊
藤
徳
田力

「前
漢
の
九
卿
に
つ

い
て
」
(
『
東
方
拳
論
集
』
て
一
九
五
四
)
、
伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
三

公
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
』
八
、
一
九
五
四
〉
、
堀
池
信
夫
『
漢
貌
思
想

史
研
究
』
第
一

章

「前
漢
期
の
思
想
」
(
明
治
書
院
、
一
九
八
八
)
、

山
田
勝
芳
「
前
漠
末
三
公
制
の
形
成
と
新
出
漢
筒
」
〈
『
集
刊
東
洋
皐
』

六
八
、
一
九
九
二
)
等
を
参
照
。

(
3
〉
貌
嵐
日
南
朝
時
代
を
通
じ
て
筒
書
省
が
園
政
運
営
の
主
鐙
で
あ
っ
た
勅

に
つ
い
て
は
、
野
田
俊
昭
「
唐
耳
目
南
朝
に
お
け
る
天
子
の
支
配
権
力
と

向
書
省
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
五
、
一
九
七
七
)
を
参
照
。

ま
た
、
向
書
省
以
下
の
三
省
制
度
の
形
成
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、

王
紫
『
三
省
制
度
略
論
』
(
湾
魯
書
枇
、
一
九
八
六
〉
、
陳
琳
園
『
貌

菅
南
北
朝
政
治
制
度
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
八
九
)
、
観
線
斌

『雨
漢
貌
耳目
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
(
中
園
祉
曾
科
畢
出
版
社
、
一

九
九

O
)
等
が
あ
る
。

〈4
〉
三
公
の
政
治
的
位
置
づ
け
に
再
考
を
求
め
る
論
考
と
し
て
、
祝
氏
註

(

3

)

前
掲
書
、
黄
宛
峰
「
『
雄
置
三
公
、
事
館
翠
閣
』
考
燐
」
(
『
秦
漢

史
論
叢
』
第
五
集
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
二
〉
、
下
倉
渉
「
「
三
公
」

の
政
治
的
地
位
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
拳
』
七
八
、
一
九
九
七
〉

等
が
あ
る
。

(

5

)

冨
田
健
之
「
前
漠
後
期
に
お
け
る
向
書
鐙
制
の
展
開
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
諸
問
題
||
中
書
官
官

・三
公
制
形
成
・
王
葬
政
権
|
|
」

(
『
東
ア

ジ
ア
|
|
歴
史
と
文
化
||
』
七
、
一
九
九
八
)
、
同
「
後
漢
後
半
期

に
お
け
る
皇
帯
支
配
と
倫
書
鐙
制
」
(
『
東
洋
皐
報
』
八
一

l
四
、
二

0
0
0〉
参
照
。

〈6
)

漢

・
六
朝
・

惰
唐
の
官
僚
制
の
全
鐙
構
造
を
概
観
す
る
渡
返
信
一
郎

「
中
園
古
代
専
制
園
家
論
」
(
『
比
較
園
制
史
研
究
序
説
|
|
文
明
化
と

近
代
化
|
|
』
、
柏
書
房
、
一
九
九
二
)
は
、
「
六
朝
期
に
お
け
る
園

家
権
力
の
分
裂
傾
向
は
、

一
方
で
中
央

・
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
官
府
連

合
鐙
内
部
で
の
組
織
化
の
進
行
と
、
他
方
に
お
け
る
中
央
官
府
連
合
陸

と
各
地
方
官
府
連
合
鐙
と
の
聞
の
弱
鐙
化
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
と
指

摘
す
る
。
氏
は
三
公
以
下
の
公
府
や
位
従
公
府
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

な
い
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
如
上
の
「
分
裂
傾
向
」
の
文
脈
の
中
で
理
解

さ
れ
る
べ
き
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
軍
府
等
の
府

主
と
属
僚
の
閲
に
君
臣
関
係
的
要
素
が
存
在
し
て
い
た
貼
に
関
し
て

は
、
石
井
仁
「
南
朝
に
お
け
る
随
府
府
佐
|
|
宋
・
済
時
代
を
中
心
に

-130ー
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し
て
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
五
三
、
一
九
八
五
〉
参
照
。

(
7
〉
ご
く
最
近
の
論
考
と
し
て
は
、
阿
部
幸
信
「
漢
代
の
印
制
・
綬
制
に

関
す
る
基
礎
的
考
察
」
(
『
史
料
批
剣
研
究
』
三
、
一
九
九
九
)
、
同

「漢
代
に
お
け
る
朝
位
と
綬
制
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
八
二

l

三
、
二

O
O
O
)、
藤
井
律
之
「
特
進
の
起
源
と
幾
遜
|
|
列
侯
か
ら

光
機
大
夫
へ
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
九
|
図
、
二

O
O
一
)
、
石

井
仁
「
虎
責
班
剣
考
|
|
i
漢
六
朝
の
思
賜
・
殊
躍
と
故
事
|
|
」
(
『
東

洋
史
研
究
』
五
九
l
四
、
二

O
O
一
〉
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
る
。

〈
8
)

主
な
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
六
朝
時
代
の
印
綬
冠
服
規
定
に
関
す
る

基
礎
的
考
察
|
|
『
宋
書
』
雄
志
に
み
え
る
規
定
を
中
心
と
し
て
l
l
l」

(
『
史
淵
』
一
一
一
九
、
一
九
九
三
〉
、
同
呂
田
南
朝
に
お
け
る
冠
服
制
度

の
獲
遜
と
官
爵
鐙
系

l
l
『
惰
書
』
櫨
儀
志
の
規
定
を
素
材
と
し
て

|
|
」
〈
『
東
洋
製
報
』
七
七
|
三
・
四
、
一
九
九
六
)
。
前
者
を
拙
稿

A
、
後
者
を
拙
稿
B
と
す
る
。

(
9
〉
た
だ
し
、
『
濁
断
』
に
は
こ
れ
と
は
這
う
腕
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
註
(

U

)

参
照
。
ま
た
、
こ
の
記
事
の
言
う
「
宗

柁
」
は
宗
廟
祭
記
で
は
な
く
、
『
後
漢
書
』
巻
二
、
明
一
帝
紀
、
永
卒
二

年
の
僚
に
「
光
武
皇
帝
を
明
堂
に
宗
祖
」
す
、
と
あ
る
よ
う
に
、
明
堂

に
お
け
る
祭
柁
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
廟

祭
犯
に
お
い
て
は
長
冠
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

『
通
典
』
品
位
五
七
、
嘉
雄
二
、
完
の
僚
で
も
、
こ
れ
に
相
営
す
る
部
分

で
は
「
助
天
子
郊
柁
天
地

・
明
堂
、
則
冠
之
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
長
冠
に
つ
い
て
は
、
『
績
漢
書
』
巻
三

O
、
輿
服
志
下
に
、
「
長

冠
、
:
:
柁
宗
廟
諸
杷
則
冠
之
。
皆
服
杓
玄
、
絡
縁
領
袖
中
衣
、
緯

鰐
綜
。
示
其
赤
心
奉
紳
也
。

五
郊
、
衣
償
締
綜
各
如
其
色
。
此
冠
高
祖

所
造
、
故
以
篤
祭
服
、
傘
敬
之
至
也
。
」
と
あ
り
、
宗
廟
以
下
の
祭
犯

に
時
に
着
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
漢
時
代
の
服
飾
一
般

に
つ
い
て
は
、
原
因
淑
人
『
漢
六
朝
の
服
飾
』
(
東
洋
文
庫
、
一
九
六

七
〉
、
冠
に
つ
い
て
は
林
巳
奈
夫
「
漢
代
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
」
(
『
史

林
』
四
六
!
五
、
一
九
六
三
〉
等
を
参
照
。

(ω
〉
拙
稿
B
参
照
。

(
U

)

原
文
の
ま
ま
で
は
十
一
重
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
「
宗
葬
」
を
追
加

す
べ
き
で
あ
る
。

(
ロ
)
後
漢
時
代
の
卒
完
に
言
及
し
た
例
と
し
て
、
『
後
漢
書
』
巻
二
、
明

帝
紀
、
永
卒
二
年
の
僚
の
李
賢
注
所
引
『
漢
官
儀
』
に
「
天
子
・
公
・

卿
・
特
進
・
諸
侯
、
柁
天
地
明
堂
、
皆
冠
卒
見
。
天
子
十
二
旗
、
三

公
・
九
卿
・
諸
侯
七
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
関
連
す
る
も
の
と
し

て
、
『
濁
断
』
に
「
見
冠
、

:

-漢
興
、
孝
明
帯
永
卒
二
年
、
詔
有

司、

採
街
醤
泉
陶
篇
及
周
官

・
鰻
記
定
而
制
駕
。
:
:
:
一
一
一
公
及
諸
侯
之

病
者
、
朱
線
九
旗
、
青
玉
珠
。
卿
大
夫
七
鏡
、
黒
玉
珠
。
」
、
あ
る
い
は

「紀
天
地
明
堂
、
皆
冠
卒
完
、
天
子
十
二
旗
、

三
公
九
、
諸
侯
・
卿

七
。
其
綾
輿
組
、
各
如
其
綬
之
色
。
L

と
あ
る
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
の
聞
に
は
脱
字
な
ど
に
由
来
す
る
相
違
黙
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
明
帝
永
卒
二
年
に
制
定
さ
れ
た
卒
完
の
制
に
つ
い
て
記
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
績
漢
書
』
品
位
三

O
、
輿
服
志
下
の
記

事
の
劉
昭
注
に
、
「
濁
断
目
、
三
公
・
諸
侯
九
続
、
卿
七
腕
。
輿
此
不

問
。
」
と
あ
り
本
文
で
奉
げ
た
三
公
・
諸
侯
↓
七
鏡
、
九
卿
・
大
夫
↓

五
疏
と
す
る
『
績
漢
書
』
の
制
度
が
濁
断
の
記
事
と
飽
飴
を
来
す
貼
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
永
卒
二
年
の
一
件
聞
先
制
度
と
相
違
し
て

い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
、
氷
卒
年
閲
の
卒
莞
制
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度
は
長
綴
き
せ
ず
、
『
績
漢
書
』
に
見
え
る
疏
の
制
度
が
恒
久
化
し
た

の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
な
お
、
『
南
斉
書
』
巻

一
七
、
輿
服
志

に、

「
替
相
承
三
公
以
下
晃
七
続
、
青
玉
珠
。
卿
大
夫
以
下
五
旗
、
黒

玉
珠
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
南
朝
時
代
に
も
『
綴
漢
書
』
に
見
え
る
統

制
が
卒
目
先
と
は
別
に
存
績
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

(
日
)
『
南
斉
書
』
巻

一
七
、
輿
服
志
は
、
皇
帝
の
卒
完
が
十
二
疏

・
十
二

章
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
他
、

「
卒
晃
、
各
以
組
信
用
線
、
王
公
八
銃
、

衣
山
飽
九
章
、
卿
七
続
、
衣
筆
致
七
章
、
誼
助
祭
所
服
。
皆
査
阜
絡
績

信用之。
」
と
述
べ
、
本
文
で
見
た
四
層
構
造
か
ら
な
る
耳
目
朝
の
卒
晃
制

度
が
、
斉
時
代
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
比
)
拙
稿
B
、
及
び
拙
稿
「
貌
菅
南
朝
時
代
の
柏
市
剣
答
筆
に
関
す
る
規
定

に
つ
い
て
||
梁
の
武
帝
に
よ
る
着
用
規
定
の
改
努
を
中
心
に

l
l」

(
『
埼
玉
大
皐
紀
要
数
育
皐
部
〈
人
文
社
曾
科
皐

E
)』
四
六
|
て
一

九
九
七
〉
で
は
、
梁
の
武
-
帝
の
朝
服
制
度
改
革
が
、
朝
服
の
鐘
系
が
官

留
の
上
下
の
序
列
を
示
す
も
の
か
ら
各
々
の
職
掌
・
属
性
を
示
す
も
の

に
改
努
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
祐
、
そ
の
背
景
と
し
て
、

皇
帝
支
配
を
貫
徹
し
、
官
僚
機
構
を
統
御
し
て
い
こ
う
と
す
る
武
需
の

意
思
が
横
た
わ
っ
て
い
た
黙
を
指
摘
し
た
。

(
お
)
一
騒
井
重
雅

『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
第
四
章

「
漢
代
の
察
翠

制
度
と
政
治
鐙
制
」

(
創
文
祉
、
一
九
八
八
〉
参
照
。
た
だ
し
、
米
田

健
志

「
漢
代
の
光
線
動
|

|
特
に
大
夫
を
中
心
と
し
て
||」

(
『
東
洋

史
研
究
』
五
七
|
二
、

一
九
九
八
)
は
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
は
諸
大

夫
は
全
て
比
二
千
石
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
日
〉
『
宋
書
』
巻
四

O
、
百
官
志
下
に
よ
れ
ば
、
宋
時
代
の
黄
門
侍
郎
の

秩
石
は
六
百
石
で
あ
る
。
中
書
侍
郎

・
散
騎
侍
郎
等
の
宋
時
代
以
前
の

秩
石
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
黄
門
侍
郎
と
同
様
六
百
石
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
口
)
拙
稿
「
『
階
書
』
に
み
え
る
梁
陳
時
代
の
印
綬
冠
限
規
定
の
来
源
に

つ
い
て
」
令
埼
玉
大
皐
紀
要
数
育
皐
部
ハ
人
文
社
曾
科
拳

E
)』
四
七

|
て
一
九
九
八
)
参
照
。

(
四
〉
拙
稿
A
参
照
。

(
日
〉
祝
氏
註
(

3

)

前
掲
書
第
三
-章

「
爾
挺
的
三
公
(
下
ど
で
は
、
前
漢

末
期
か
ら
後
漢
前
期
に
か
け
て
三
公
の

「
分
工
」
鐙
制
が
次
第
に
明
確

に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
氏
が

「分
工
」
の
例
と
し
て
翠
げ
ら

れ
た
各
官
の
職
務
は
、
質
務
政
治
上
の
職
掌
分
化
を
示
す
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
康
い
意
味
で
儀
雄
上
の
職
掌
と
い
う
べ
き
も
の
が
多
い
。
つ

ま
り
、
そ
う
い
っ
た
三
公
の
観
念
的
職
掌
H
雄
制
上
の
位
置
づ
け
こ
そ

が
後
漢
前
牟
ま
で
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
一
一
一
公
各
々

の
職
掌
を
述
べ
た
史
料
と
し
て
、
『
綴
漢
書
』
巻
四

て

躍
儀
志
の
劉

昭
注
所
引
『
韓
詩
外
侮
』
や
『
太
卒
御
覧
』
径
二

O
六
、
職
官
部
所
引

『
古
今
通
語
』
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
儒
家
的
紳
秘
主
義
の
色
彩
が
強
い

も
の
で
あ
る
が
、
堀
池
氏
註
(

2

)

前
掲
書
第
一

章

「
前
漢
期
の
思
想
」

の
論
を
援
用
す
れ
ば
、
個
別
の
職
掌
の
遠
い
を
述
べ
る
こ
の
よ
う
な
三

公
観
は
今
文
皐
的
色
彩
を
帯
び
て
お
り
、
一
方
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う

な
具
陸
間
な
職
掌
を
超
越
し
た
三
公
の
輔
弼
任
務
は
古
文
筆
的
な
三
公

槻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

m

出
〉
鐙
添
慶
文

「中
園
の
葬
迭
儀
雄
」
〈
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
古

代
史
講
座
九
巻
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
雄
と
園
家
』
(
畢
生
位
、

一
九
八
二
〉
は
、

『
績
漢
書
』
に
み
え
る
大
喪
儀
曜
の
詳
細
な
分
析
、

及
び
『
儀
雄
』
等
の
経
書
と
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
。
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(
公
)
皇
脅
即
位
に
つ
い
て
は
、
『
後
漢
書
』
巻
五
、
安
一
帝
一
紀
、
延
卒
元
年

の
係
、
及
び
『
績
漢
書
』
巻
六
、
謹
儀
志
下
、
立
皇
后
に
つ
い
て
は

『
績
漢
書
』
巻
五
、
麗
儀
志
中
の
劉
昭
注
所
引
「
察
質
所
記
宋
皇
后

儀
」
に
錬
る
。

(
泣
)
太
保
が
太
尉
と
と
も
に
皇
-一
帝
の
冠
躍
の
際
の
加
冠
者
と
し
て
現
れ
る

事
例
と
し
て
、
『
惰
書
』
巻
九
、
穫
儀
志
四
に
、
北
斉
の
皇
一
帝
の
冠
躍

規
定
が
あ
る
。
こ
れ
は
東
耳
目
南
朝
の
制
度
に
準
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
制
度
は
そ
の
後
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
太
保
の
儀
濃
上

の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
墨
田
書
』

巻
九
、
膿
志
上
に
、
数
耳
目
革
命
に
つ
い
て
「
貌
威
照
二
年
十
二
月
甲

子
、
使
持
節
侍
中
太
保
鄭
沖
・
栄
太
尉
司
隷
校
尉
李
憲
奉
皇
帝
璽
綬

・

策
書
、
調
位
子
育
。
」
と
あ
り
、
王
朝
交
代
に
際
し
て
太
保
・
太
尉
の

ニ
名
が
璽
綬
・
策
書
の
受
け
わ
た
し
を
猪
嘗
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、

王
朝
交
代
に
際
し
て
太
保
が
蜜
綬
・
策
書
に
関
わ
る
事
例
が
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
太
保
の
機
能
の
典
擦
の
一
つ
と
し
て
、
『
尚
書
』
顧
命
篇
が

考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
成
王
崩
御
か
ら
康
王
即
位
の
聞
の
儀
躍
に
際
し

て
、
官
僚
の
代
表
と
し
て
太
保
た
る
召
公
爽
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
。
だ
が
、
三
公
を
飛
び
越
え
て
一
時
的
に
現
れ
る
太
保
の
躍
制
上

の
機
能
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
日
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
た
い
。

(
却
)
渡
透
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座
』
第
一
章
「
朝
政
の
構
造
|
|
中
国
古

代
図
家
の
曾
議
と
朝
政
|
|
」
(
柏
書
房
、
一
九
九
五
年
〉
で
は
、
後

漢
後
期
に
至
っ
て
、
丞
相
あ
る
い
は
司
徒
が
上
計
吏
の
報
告
を
受
け
、

そ
の
後
皇
帝
が
上
計
吏
を
謁
見
す
る
二
段
階
か
ら
な
る
上
計
儀
穫
が
成

立
し
た
と
す
る
。
貌
耳
目
以
降
、
皇
帝
に
よ
る
上
計
吏
教
戒
儀
躍
が
存
績

し
て
い
た
の
は
渡
遁
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
だ
が
、
司
徒
が
こ
れ
に
閥

興
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
川
品
〉
松
浦
千
春
「
漢
よ
り
麿
に
至
る
帝
位
継
承
と
皇
太
子

l
i謁
廟
の
躍

を
中
心
に
|
|
」
(
『
歴
史
』
八

O
、
一
九
九
三
一
〉
は
、
『
績
漢
書
』
巻

五
、
膿
儀
志
中
に
見
え
る
皇
太
子
及
び
諸
王
の
策
奔
儀
躍
に
宣
官
が
関

輿
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
王
先
謙
の
設
を
引
き
つ
つ
、
こ
れ

ら
の
儀
躍
は
外
戚
あ
る
い
は
官
官
の
質
権
掌
揮
下
に
お
け
る
纏
宜
の
形

式
を
俸
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
お
〉
渡
逸
氏
註
〈
お
)
前
掲
書
第
二
章
コ
克
舎
の
構
造
|
|
中
園
古
代
園
家

の
儀
躍
的
秩
序
」
参
照
。

(
m
m
)

威
信
宇
儀
注
は
あ
く
ま
で
漢
時
代
以
来
の
秩
石
序
列
を
も
と
に
し
た
儀

躍
遂
行
が
な
さ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
司
徒
・
大
司
農
が
奨
・
飯
を
奉

じ
る
前
に
、
侍
中
・
中
書
令
・
筒
書
令
の
害
時
酒
を
奉
ー
っ
て
お
り
、
貌
耳
百

以
降
撞
頭
し
て
き
た
三
省
の
長
官
が
新
た
に
躍
制
上
の
機
能
を
得
て
い

る。

(
幻
〉
威
寧
三
年
の
諸
王
政
策
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
『
貌
耳
目
南
朝
の
政

治
と
駐
曾
』
第
五
一
章
「
封
王
の
制
と
八
王
の
飢
」
(
吉
川
弘
文
館
、
一

九
六
三
)
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

ハ
お
〉
拙
稿
A
参
照
。

〈m
m
)

紳
矢
法
子
「
E

日
時
代
に
お
け
る
蓬
躍
審
議
ー
ー
そ
の
巌
雄
主
義
的
性

格
|
|
」
〈
『東
洋
風
平
報
』
六
七
|
一
・
二
、
一
九
八
五
)
で
は
、
西

耳
目
時
代
に
至
っ
て
漢
貌
時
代
よ
り
も
格
段
と
詳
細
な
麓
制
規
定
が

「王

法
」
と
し
て
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
園
家
が
法
制
上
の
規
定
を
こ

え
た
櫨
制
規
定
の
「
完
守
・
巌
守
」
を
士
入
居
に
封
し
て
要
求
し
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
の
考
察
の
封
象
は
主
と
し
て
「
家
嘘
」
で
あ

り
、
こ
れ
が
「
王
法
」
に
包
揺
さ
れ
て
い
っ
た
貼
に
耳
目
時
代
の
特
色
を

-133ー



762 

見
い
だ
す
が
、
木
稿
で
扱
う
よ
う
な
雄
制
上
に
お
け
る
官
僚
機
構
の
あ

り
方
も
、
あ
る
べ
き
健
制
と
の
一
致
が
企
図
さ
れ
た
で
あ
ろ
う。

(

m

剖
)
『
宋
誕
百
』
品
位
三
九
、
百
官
士
山
上
の
太
宰
の
篠
に
、
「
耳
首
初
、
依
周

躍
、
備
置
三
公
、
三
公
之
職
、
太
師
居
首
、
以
景
帯
一
名
師
、
放
置
太
宰

以
之
。
而
以
安
卒
王
献
字
居
駕。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
公
設
置
の
背

景
と
し
て
、

『
周
櫨
』
に
基
づ
く
周
制

「
回
錦
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
ま
た
、

墨
田
書
』
巻
三
五
、
装
秀
停
に
は
、
貌
秀
が
向
書

三
十
六
曹
を
九
卿
に
分
間刷
さ
せ
る
官
制
改
革
を
推
進
し
た
も
の
の
、
秀

の
死
に
よ
っ
て
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
周

躍
』
的
な
公
・
卿

・
大
夫
睦
制
に
、
現
賓
の
官
制
を
戻
そ
う
と
す
る
構

想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
な
お
、
貌
耳
目
時
代
に
さ
か

ん
に
議
論
さ
れ
た
封
建
論
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
川
合
安

「
沈
約
の
地

方
政
治
改
革
論
|

|
貌
菅
期
の
封
建
論
と
一
関
連
し
て

l
l
」
(
中
圏

中
世
史
研
究
曾
編
『
中
圏
中
世
史
研
究
績
編
』
京
都
大
皐
畢
術
出
版

合
、

一
九
九
五
〉
参
照
。

(
況
)
『
北
堂
書
紗
』
巻
五

O
、
惣
載
三
公
所
感
引
勧
『
漢
官
儀
』
に
、

「
天
子
御
坐
帥
起
、
其
輿
魚
下
、

凡
拝
、
天
子
臨
軒
、
六
百
石
以
上
悉

曾
、
知
事
卿
賛
、
御
史
授
、
公
三
議
、
然
後
受
之
。
(
た
だ
し
、
『
通

典
』
巻
二
O
、
三
公
徳
叙
の
僚
に
よ
っ
て
、
「
其
輿
魚
下
L

を
、
「
在

輿
魚
下
」
と
改
め
、

「
御
史
授
」
の
下
に
「
印
綬
」
を
補
う
べ
き
で
あ

る
ど
と
あ
り
、
漢
時
代
に
お
い
て
も
、
三
公
策
奔
に
際
し
て
は
天
子

の
臨
軒
は
あ
っ
た
も
の
の
、
金
石
演
奏

・
晃
服
着
用
が
あ
っ
た
よ
う
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
本
文
に
見
ら
れ
る
威
容
三
年
の
議
論
は
、
経
典

の
み
な
ら
ず
、
漢
制
に
お
い
て
も
典
援
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

(
刊
叫
)
顧
和
は
墨
田
章
百
』
各
八
三
に
俸
が
あ
り
、
東
E
日
成
一
帝
・
康
脅
の
治
世

に
躍
制
上
の
設
言
を
し
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
威
鐙
T

年
閲
に
山
同
書
の
任

に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
同
姓
同
名
の
人
物
が
存
在
し
た
か
、
『
遁

典
』
が
別
の
人
物
を
誤
っ
て
顧
和
と
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
お
〉
西
菅
時
代
の
膿
皐
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
藤
川
正
数
『
貌

耳
日
時
代
に
お
け
る
喪
服
躍
の
研
究
』
序
設
及
び
第
十
一
章
「
傘
降

・
厭

降
の
制
に
つ
い
て

」

(
敬
文
社
、

一
九
六

O
〉
参
照
。
巨
視
的
に
言
え

ば
、
三
公
の
崇
官
向
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
論
調
は
、
萄
顕
等
の

「
新

種
」
の
志
向
に
合
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、
本
稿
で
は
植
民
干
の
系
統

の
問
題
に
謝
し
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
川
品
)
成
一帝治
世
に
は
、
王
導
に
射
し
て
数
々
の
「
殊
種
」
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
と
り
わ
け
威
康
年
聞
は
、
彼
の
権
威
が
成
喬
の
そ
れ
を
摩
し
て

極
限
に

達
し
て
い
た
が
、
ま
た
同
時
に
、
強
大
な
軍
事
力
を
持
つ
都

竪
・
庚
亮
と
の
乳
繰
も
無
調
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
成
康
四
年
の
措

置
は
、
あ
ら
た
に
庚
亮
に
三
公
の
位
を
輿
え
て
王
導

・
郡
墜
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
(
た
だ
し
、
墨
田
書
』
径
七

三
、
庚
亮
停
で
は
亮
は
司
空
任
命
を
固
僻
し
て
い
る
〉
、
三
者
に
崇
高

性
を
輿
え
よ
う
と
す
る
北
京
謀
の
提
言
も
ま
た
そ
う
い
っ
た
政
治
的
配
慮

か
ら
出
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
蛍
時
の
政
情
に
つ
い
て

は
、
田
鈴
鹿
『
東
耳
目
門
閥
政
治
』
(
北
京
大
暴
出
版
社
、

一
九
八
九
)

参
照
。

(
お
〉
原
文
で
は

「
太
常
張
華
止
按
奮
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
太
卒
御

脚
見
』
各
五
三
九
、
麓
儀
部
、
宴
舎
の
候
所
引
『
耳
目
起
居
注
』
の

「
太
常

張
掌
上
書
、
按
奮
事
:
::」

に
従
っ
て
改
め
た
。

(
お
〉
『
三
園
士
山
』
軸
調
書
巻
二
、
文
帯
一
紀
、
資
初
二
年
の
僚
、
及
び
『
義
文
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類
取
訳
』
径
四
六
、
太
尉
の
候
所
引
『
揖
門
職
儀
』
に
一
一
一
公
の
災
異
策
菟
の

慶
止
の
記
事
が
見
え
る
。
な
お
、
天
人
相
開
設
に
基
づ
く
一
一
一
公
の
紳
秘

性
に
つ
い
て
は
、
下
倉
氏
註
(
4
〉
論
文
参
照
。

(
向
山
)
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
皇
后
権
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
七
八
|
一
一
、
一

九
七
八
〉
で
は
、
漢
時
代
に
お
い
て
、
皇
后
が
皇
帝
と
一
睡
の
存
在
で

あ
り
、
と
も
に
天
地
・
宗
廟
を
祭
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
の
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
、
及
び
そ
の
認
識
が
漢
時
代
に
作
ら
れ
た
『
儀
櫨
』
・
『
躍

記
』
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
賓
際
の
漢
時
代
の

郊
杷
・
宗
廟
儀
躍
に
お
い
て
皇
后
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
小
島
毅
「
郊
紀
制
度
の
祭
遷
」
(
『
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
』
一

O
八
、
一
九
八
九
〉
は
、
皇
后
亜
献
を
め
ぐ
る
問

題
に
も
言
及
し
て
い
る
。

(
鈎
〉
『
E

白
書
』
巻
一
九
、
雄
志
上
は
、

泰
始
年
聞
に
編
纂
さ
れ
た
「
新

腫
」
が
、
十
分
に
消
化
さ
れ
な
い
ま
ま
永
嘉
の
鋭
を
迎
え
た
こ
と
、
東

耳
目
初
期
に
お
け
る
賀
循
の
儀
注
も
不
完
全
だ
っ
た
こ
と
を
記
す
。
本
文

に
見
え
る
賀
循
の
経
歴
や
穫
皐
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
木
島
史

雄

「
六
朝
前
期
の
孝
と
喪
服
|
|
|
穫
皐
の
目
的

・
機
能
・
手
法
|
|
」

(
小
南
一
郎
編
『
中
園
古
代
躍
制
研
究
』
、
京
都
大
泉
人
文
科
皐
研
究

所
、
一
九
九
五
〉
参
照
。

(
ぬ
〉
漢
か
ら
唐
に
か
け
て
の
皇
帝
祭
犯
の
値
系
の
構
造
と
繁
遜
に
つ
い
て

は
、
金
子
修
一
『
古
代
中
園
と
皇
帝
祭
記
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
O

一
〉
参
照
。

(

ω

)

『
惰
書
』
各
六
、
躍
儀
志
一
に
、
天
監
十
年
の
こ
と
と
し
て
、
「
(
朱
)

界
叉
以
、
警
儀
、
治
蛍
花
五
帯
、
先
酌
蝿
事
国
国
、
滋
地
求
紳
、
及
初
献
清

酒
、
女
都
移
隊
。
躍
畢
、
太
祝
取
組
上
黍
肉
、
営
御
前
以
授
。
請
依
郊

儀
、
止
一
一
献
清
酒
。
:
:
・
帯
並
従
之
。
L

と
あ
り
、
天
監
七
年
の
郊
杷

に
お
け
る
一
献
制
に
準
じ
て
、
明
堂
に
お
い
て
も
皇
一
帝
・
大
尉
・
光
線

勅
に
よ
る
三
献
を
駿
止
し
、
皇
帝
の
み
の
一
献
に
縛
換
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
俸
え
る
。

〈
位
)
尾
形
勇
『
中
園
古
代
の
家
と
園
家
』
第
六
章

「
古
代
-帝
園
の
秩
序
構

造
と
皇
帝
支
配
」
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
九
〉
は
、
『
白
虎
逼
』
等
を

引
い
て
、
「
天
子
」
が
天
界
と
交
わ
る
機
能
を
持
つ
の
に
劃
し
て
「
皇

帯
」
が
臣
下
を
支
配
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
前

「
皇
帝
」
に
よ
り
崩
立
さ
れ
る
と
い
う
公
的
君
臣
関
係
を
媒
介
に
し
て

即
位
し
た
現
「
皇
脅
」
が
、
宗
廟
に
お
い
て
租
盤
に
射
し
臣
従
す
る
構

造
を
解
明
す
る
。
こ
れ
を
梁
初
の
三
献
問
題
に
援
用
す
る
と
、
「
天

子
」
の
み
が
天
地
鬼
一
柳
に
臣
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
郊
柁
で
は

天
子
一
人
が
酬
爵
す
べ
き
で
あ
る
の
に
針
し
、
宗
廟
祭
-
柁
で
は
「
皇

脅
」
が
彼
に
臣
従
す
る
官
僚
・
諸
侯
と
も
に
酬
爵
す
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
論
理
が
導
き
出
さ
れ
る
。

(
必
)
『
惰
書
』
巻
六
、
薩
儀
士
山
一
に
、
「
(
夫
監
〉
五
年
、
明
山
賓
薦
、
・
・

:・及
郊
廟
受
一
崎
、
唯
皇
帯
一
一
丹
拝
、
明
上
媛
降
併
、
臣
下
不
敢
同
也
。
詔

並
依
議
。
」
と
あ
る
。

(
日
制
〉
『
梁
書
』
品
位
四

O
、
許
愁
俸
・
『
惰
書
』
巻
六
、
躍
儀
士
山
一
・
同
書

巻
七
、
櫨
儀
志
二
・
同
書
巻
一
て
穫
儀
士
山
六
の
記
事
を
総
合
す
る

と
、
以
下
の
よ
う
な
過
程
で
大
菜
の
制
度
が
施
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
夫
監
七
年
、
許
懲
が
、
祭
犯
に
お
い
て
天
子
が
着
用
す
べ
き
大
委

を
作
る
よ
う
提
案
し
、
儀
躍
に
お
け
る
「
質
」
を
重
視
す
る
武
帯
も
ま

た
こ
れ
に
質
問
し
て
大
奈
の
制
度
を
作
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
う

け
て
陸
懲
ら
が
「
古
に
依
」
り
て
大
菜
の
制
度
を
創
製
し
た
。
ま
た
そ

戸

h
d
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の
翌
年
、
明
山
賓
が
迎
気
儀
躍
に
お
い
て
も
、
大
装
着
用
と
一
献
制
適

用
を
主
張
し
、
認
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
嘗
時
、
明
山
賓
が
編
纂

し
て
い
た
五
躍
の
一
つ
『
吉
躍
儀
注
』
の
中
の
明
堂
儀
注
で
は
、
依
然

と
し
て
褒
晃
の
着
用
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
天
監
十
年
正
月
に
お

け
る
明
内
早
察
犯
の
際
に
、
改
め
て
こ
れ
が
議
論
に
な
り
、
許
懲
と
朱
弄

が

「
文
」
で
あ
る
克
服
着
用
を
批
創
刊
し
、
「
質
」
で
あ
る
大
袋
の
着
用

を
主
張
し
た
た
め
、
遂
に
大
渓
が
質
際
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。

(
H
H
)

夫
監
の
改
革
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
『
貌
耳
目
南
朝
の
貴
族

制
』
第
七
章

「梁
陳
政
権
と
梁
陳
貴
族
制
」
(
研
文
出
版
、
一
九
八
二
〉

参
照
。

(
必
)
『
梁
書
』
巻
二
五
、
徐
勉
俸
は
、
明
山
賓
が
携
嘗
し
た
『
士
口
雄
儀

注
』
二
二
四
容
が
夫
監
七
年
十
一
月
に
完
成
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
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the course of the Duke's rise to his appointment as regent were recorded.

Zheng χuan thus authored his Ｓｈａｎｅｓhｕｚhｕaiｔｅｒwriting the Ｓａｎｌｉｚhｕ.

At that time, Zheng χuan turned his focus on the Ｓｈａｎｆｆｓｈｕｄａｚhｕａｎ　＾書

大傅For Zheng χuan, the Ｓｈａｎｇｓhｕｄａｚhｕａｎ served as an ｅχegesis of

Ｓｈａｎｇｓhｕin the following manner.　Following the statements of the

Ｓｈａｎｇｓhｕｚｈｏｎｇｈｏｕ.he interpreted the tｅχtof the Ｓｈａｎｇｓhｕregarding the

regency of the Duke of Zhou, conceived of the achievements of the Duke

himself while he was regent, and saw them in terms of bringing about the

“Great Peace” and the system of rites and music. In other words, Zheng

χuan himself recognized the interpretation of the Ｓｈａｎｇｓhｕthat he intended

was found in the statements ｏ£伍ｅ Ｓｈａｎｇｓhｕ面妖ｕａｎ and employed them

in

　

his

　

Ｓｈａｎｅｓhｕｚhｕ、

　

This

　

article

　

makes

　

clear

　

that

　

Zheng

　

χuan's

interpretation was in fact of this nature｡

　　

However, the use of the statements from the Ｓｈａｎｅｓhｕｄａｚｈｕａｎwas

based on the premise that the refuge of the Duke of Zhou in Dongdu was

in accordance with the divine will of Haotian shangdi. Developed as an

interpretation of the Ｓｈａｎｇｓｈｕ、itwas stimulated by doctrine regarding the

advent of the “World of Great Peace” 太平世of the “Way of Great Peace”

太平道. The relationship of Zheng Xuan and the “Way of Great Peace”

is the most important issue remaining in the study of Zheng Xuan.

ＡCONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE

COURTESY SYSTEM AND GOVERNMENT ADMINISTRATION

　　　

DURING THE HAN AND SIX DYNASTIES： FOCUSING

　　　　　

ON THE PLACE OF THE SAN-GONG WITHIN

　　　　　　　　　

COURTESY SYSTEM HIERARCHY

KOBAYASHI Satoshi

　　

Government officials and feudal lords in ancient China served both in

the role of deciding and administering policy and also in that of performing

the various rituals of the state. This article focuses on the latter of the two

roles and seeks to consider the characteristics of the organization of the

government officials and feudal lords which was based on the li-zhi 疆瓢

　　　　　　　　　　　　　　　　

－５－



the courtesy system　of prescribed ritual etiquette, and also how these

characteristics changed over time. Following the late Former Han･ the

Zhi-dan秩石system, the hierarchy that ranged from Emperor on down

through Gong公. Qing卿and Dafu 大夫, continued to be refined, and in

the sphere of the courtesy system and particularly in performance　of

various state rituals, the organization of the ｏ伍cials, who were ordered in

accordance with the Zhi-dan system, came to function as ａ ritual group.

Amidst these developments, the roles of the San-Gong 三公, the Three

Dukes, who occupied the pinnacle of the Zhi-dan order, in determining and

executing policy as well as the parameters of their authority had become

unclear, but, when it came to the ritual space in which the state rites were

performed, they　played　roles　appropriate　to　their　lofty　status.　This

principle was not only maintained in the Wei-Tin 魏晋, but the idea of

emphasizing the Zhi-dan system and elevating the status of the San-Gong

within the courtesy system also appeared. However, amidst the changes in

the forms of organization of those who ｅχecuted policy, i. e., the shift from

the system of the San-Gong and Jiu-Qing 九卿to one centered on the

Department of State Affairs伺書省in the Wei-Jin, a trend toward the

disintegration of the principle underlying the Zhi-dan order within the

sphe「e of the courtesy system occurred as the San-Gong were gradually

eliminated from the policy decision-making process and their former

mystical power, which had been derived from their link with Heaven, was

gradually attenuated.　The confrontation of two views, one, a strain of

thought that motivated the shift toward a“return” to the feudal system on

the Zhou 周model in various systems during the Western Jin 西晋, and

the other, an opposing current of thought, were played out in disputes over

interpretations of the code of ritual etiquette, i.e., regulations of courtesy.

The former postion was represented by Sun-Yi 萄顎who compiled the

Xin-£f新膿ａt the beginning of the Western Jin. And in accordance with

his thinking･ an attempt was made t０upgrade the ｓtａれJSof the San-Gong

in the ritual system and reconstitute the Zhi-dan order through the Ping-

Mian平冤system of hierarchal dress codes. However, opposition from

those who held the opposing point of view was fierce; as seen particularly in

the reforms of the ritual system in the early Liang 梁, in which the

emperor's ultimate authority would be stressed and the status of the San-
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Gong and that of those lower in the hierarchy were to be decreased. In

this fashion, the struggle between the two ways of thinking became one of

the points of dispute over the ritual system during the SiχDynasties, and

that this posed ａ constant threat to the ｅχaltedstatus of the San-Gong is

undeniable.
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